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令和６年第４回山江村議会６月定例会（第１号） 

 

令和６年６月１２日 

午前１０時００分開会 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 報告第 １号 山江村総合振興計画後期基本計画の訂正の報告について 

日程第 ６ 報告第 ２号 令和５年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

日程第 ７ 報告第 ３号 令和５年度繰越明許費（特別会計簡易水道事業）の報告

について 

日程第 ８ 報告第 ４号 令和５年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

日程第 ９ 発委第 ２号 山江村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１０ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

山江村一般会計補正予算（第１２号）） 

日程第１１ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）） 

日程第１２ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

山江村特別会計介護保険事業補正予算（第４号）） 

日程第１３ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）） 

日程第１４ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度

山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）） 

日程第１５ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村税条

例の一部を改正する条例） 

日程第１６ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村国民

健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１７ 議案第３１号 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１８ 議案第３２号 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を
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改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第３３号 山江村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２０ 議案第３４号 山江村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２１ 議案第３５号 万江体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第２２ 議案第３６号 公共工事請負契約の締結について 

日程第２３ 議案第３７号 公共工事請負変更契約の締結について 

日程第２４ 議案第３８号 令和６年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

日程第２５  議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 白 川 俊 博 議員         ２番 北 田 愛 介 議員 

 ３番 本 田 り か 議員         ４番 中 村 龍 喜 議員 

 ５番 赤 坂   修 議員         ６番 横 谷   巡 議員 

 ７番 立 道   徹 議員         ８番 西   孝 恒 議員 

 ９番 久保山 直 巳 議員        １０番 森 田 俊 介 議員 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  山 口   明 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   副   村   長   

 教   育   長  藤 本 誠 一 君   総 務 課 長  平 山 辰 也 君 

 税 務 課 長  迫 田 教 文 君   企画調整課長  清 永 弘 文 君 

 産業振興課長  松 尾 充 章 君   健康福祉課長  今 村 禎 志 君 

 建 設 課 長  蕨 野 昭 憲 君   教 育 課 長  一二三 信 幸 君 

 会 計管理者  髙 橋   忍 君   農業委員会事務局長  新 山 孝 博 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） おはようございます。令和６年第４回山江村議会定例会をた

だいまから始めます。 

 本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

 ただいまから、令和６年度第４回山江村議会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森田俊介議員） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議規則第１２４条の規定によりまして、１番、白川俊博議員、２番、北田愛介

議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本件につきましては５月２８日、議会運営委員会が開かれ、会期の日程等につい

て協議をされておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

５番、赤坂修議員。 

○議会運営委員長（赤坂 修議員） 令和６年第４回山江村議会定例会につきまして、

去る５月２８日、午前９時から議会運営委員会を開催し、会期日程等につきまして

協議しておりますのでご報告申し上げます。 

 会期につきましては、本日１２日から１４日までの３日間としております。 

 本日開会、提案理由の説明ののち、午後から休会とし、議案審議としております。 

 ２日目、１３日は一般質問となっており、今回５名の議員より通告がなされてお

ります。発言の順序はくじ引きにより決定しており、時間については質問、答弁含

めて６０分となっております。 

 最終日の３日目、１４日は質疑、討論、表決を行い、閉会と決定しております。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（森田俊介議員） これで議会運営委員長の報告は終わりました。 

 お諮りします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、会期の決定については、議会運営委員長の
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報告のとおり決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（森田俊介議員） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 ３月２８日の議会臨時会以降の議会に関する報告を行います。 

 ４月４日、山江村青年団総会が行われております。 

 ４月９日、村内小中学校入学式、全議員が出席しております。 

 ４月１１日、山江村畜霊祭及び肉用牛振興会総会が畜産センター、球磨地域振興

局で行われております。副議長が出席しております。 

 やまえつつじ祭、丸岡公園で出席しております。 

 ４月２８日、山江村消防ポンプ操法大会が山江村役場前広場で行われておりま

す。 

 ５月１１日、山江村遺族会総会が高寺院で行われております。山江村体育協会総

会、山江温泉ほたるで私、議長が出席しております。 

 ５月１３日、山江村ボランティア連絡協議会総会が健康の駅で行われておりま

す。 

 ５月１４日、熊本県町村議会議長会研修及び臨時総会が自治会館で行われており

ます。 

 ５月１６日、山江村文化協会総会が農村環境改善センターで行われております。 

 ５月１８日、自衛隊家族会総会が山江温泉ほたるで行われております。 

 ５月２１日から２２日まで、全国町村議長会議長・副議長研修会が東京で行われ

ております。私と副議長が出席しております。 

 ５月２１日、山江シルバー人材センター総会が農村環境改善センターで常任委員

長が出席しております。 

 ５月２３日、山江村商工会通常総会が山江温泉ほたるで行われております。 

 ５月２６日、各小学校の運動会が行われております。 

 ５月２７日、山江村身体障害者福祉協議会総会が健康の駅で行われております。 

 ５月２９日、国道２１９号整備改良促進期成同盟会総会が宮崎県西都市で行われ

ております。 

 ５月３０日、山江村老人クラブ連合会総会が健康の駅で行われております。 

 人吉地区防犯協会連絡協議会評価委員会が人吉警察署で行われております。 

 人吉球磨広域行政組合議会臨時会がグリーンプラザでも行われております。 

 ６月４日、山江村防災連絡会議、山江村体育館で行われております。 

 ６月８日、山江村物産館出荷協議会通常総会が山江温泉ほたるで行われておりま
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す。 

 ６月９日、熊本丸岡会がメルパルク熊本で行われております。 

 以上が諸般の報告に代えさせていただきます。 

 次に、一部組合の活動報告を行います。 

 はじめに、人吉球磨広域行政組合議会議員、３番、本田りか議員より報告をお願

いいたします。 

 本田りか議員。 

○３番（本田りか議員） 令和６年第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会の報告をい

たします。 

 令和６年第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会が、令和６年５月３０日木曜

日、午前１０時から、人吉球磨クリーンプラザ大会議室で開催されました。 

 日程第１、議席の指定では、あさぎり町議会改選により新たに選出された山口和

幸議員の議席を２２番、皆越てる子議員の議席を２３番に議長から指定されまし

た。 

 日程第２、会議録署名議員の指名では、１６番、五木村の田山淳士議員、１８

番、山江村の中村龍喜議員が指名されました。 

 日程第３、会期の決定では、人吉市の宮﨑保議会運営委員会副委員長の報告を受

け、会期を５月３０日の１日間に決定しました。 

 日程第４、議会運営委員会委員の選出では、欠員となっている１名を上球磨地区

の議員から選出され、１３番、水上村の杉野貴文議員が議長から指名されました。

その後、議会運営委員会が開催され、委員長の互選の結果、委員長に２０番、田代

利一議員、球磨村が任命されました。 

 日程第５、報告第１号、令和５年度人吉球磨広域行政組合一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告書については、理事会代表理事から提案理由の説明を受け、質疑を

行いました。 

 日程第６、議員の派遣については、任期満了に伴う改選により新たに選出された

組合議員、あさぎり町と湯前町の組合施設の視察研修と全議員による先進地視察研

修を行うことが決定されました。最後に、組合議会会議規則第４３条の規定により

議決された事件についての条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することが

決定され、閉会しました。 

 以上、令和６年度第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会について報告します。 

○議長（森田俊介議員） 以上で一部組合の活動報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 
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○議長（森田俊介議員） 日程第４、村長から行政報告の申し出があっておりますので、

これを許します。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様おはようございます。議長には発言の機会をありがとうご

ざいます。 

 本日ここに令和６年第４回山江村議会定例会を開催いたしましたところ、議員の

皆様には全員ご出席いただく中に開催できますこと、心から感謝申し上げさせてい

ただきます。 

 それでは、先般の臨時会後の行政報告を申し上げさせていただきます。 

 ３月２８日でありますが、山江村の移住定住促進委員会を開催しました。主に空

き家情報の情報交換を行ったところであります。主な行事のみ申し上げます。 

 それから３月２９日でありますが、山江村の肉用牛導入貸付金の交付式を行いま

した。畜産農家１１件の方に交付をしております。 

 それから４月１日は辞令交付式で、職員異動を行っております。同時に山江村の

教職員の方々も山江村に入ってこられましたので、その交付式に参加しております。 

 それから４月２日から３日にかけて、農村型地域運営組織、農村ＲＭＯですが、

その事業に関する協議ということで京都に出向きまして、専門家の方を交えて協議

をしております。 

 それから４月８日であります。特別叙勲伝達式としてありますが、岩山正臣さん

のほうに叙勲が届いておりましたので、その伝達式をご家族に行ったところであり

ます。 

 ４月９日、万江小学校の入学式に私、出向きました。午後は山江中学校の入学式

でございました。本年から新しいブレザーとスカート、ズボンのほうに変わりまし

て、ある意味ですね、また新しい山江中の歴史が始まったなあと感じた入学式であ

りました。 

 それから４月１０日でありますけれども、川辺川流水型ダム建設に関する五木村

訪問として、もう議員の皆様方は既に見学されておられますけれども、市町村長集

まりまして、五木村のダムの模型を視察をしたところであります。それから同じく

やまえ栗まつりの実行委員会を開催いたしました。やまえ栗まつり、今年は９月２

２日と決定しております。 

 ４月１１日でありますけれども、山江村畜霊祭及び肉用牛振興会の総会に参加い

たしております。 

 ４月１３日は対馬市制施行２０周年記念式典、海山交流を対馬市と行っておりま

すけれども、最近では物産交流を始めたところでございます。そういうことに伴い
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まして、対馬市から案内状が届きましたので、参加をしてきたところであります。 

 それから４月１４日、やまえつつじ祭でございます。 

 次に、４月２８日に飛びまして、山江村の消防小型ポンプ操法大会を開催いたし

ました。５分団が優勝し、今月１６日に球磨郡の大会が行われます。その大会に山

江村を代表して出場するという手はずになっております。 

 それから４月３０日が人吉地区交通安全協会山江支部総会でございます。 

 それから能登半島地震の職員災害支援の激励式を行っておりますけれども、５月

２日であります。これは５名の職員を今まで派遣をしてまいりました。５月いっぱ

いで一応終了をしているところであります。熊本県のほうの災害支援の取り組みが

終了したということであります。今後山江村独自でですね、どこかの市町村、支援

をする必要があるやもしれませんので、その際には支援を積極的にさせていただけ

ればと思っております。 

 それから５月８日が御船町長訪問としておりますけれども、これは内村主事が建

設課のほうで１年間災害派遣として働いてくれておりましたので、そのお礼に御船

町のほうに出向いております。 

 それから５月９日は福岡県庁訪問として、ここは福岡県の知事がちょうどおられ

ませんでしたが、総務部長対応ということで、島本主幹のほうが林政のほうに１年

間お世話になっておりましたので、そのお礼に出向いたところであります。 

 それから５月１０日、山江村有財産審議会とあります。これは今議会に予算提案

をしておりますけれども、土地価格取得に伴うその土地取得に伴う価格の設定につ

いて諮問をさせてもらったところであります。それから同じく１０日、山江村未来

づくり協議会であります。いわゆる農村ＲＭＯというのは、地域運営協議会であり

ますけれども、その山江村未来づくり協議会を発足させたということであります。

今後この農林水産省の補助金を、交付金ですかね、を活用しながら、この取り組み

が向こう３年間にわたって始まったということであります。 

 それから５月１１日は山江村の戦没者慰霊祭及び山江村の遺族会の総会に参加を

してきたところでありますけれども、役員の方と終わったあといろいろ話しました

が、戦後相当経っておりますので、相当高齢化が進んでおりまして、遺族会、慰霊

祭としてまたその存続をどうしようかと非常に悩んでおられました。他町村におき

ましては、市町村主催でですね、戦没者追悼式という形でやっておられるところも

あるわけでありまして、正式にはまだ決まっておりませんが、遺族会の皆さん方と

もその付近の話をしていく必要があるのかなということを考えたところであります。 

 それから５月１１日は、山江村の体育協会の理事会及び総会を開催いたしており

ます。 
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 １２日につきましては、トキの朝市として、時代の駅周辺でですね、朝市が行わ

れ、雨模様でありましたけれども多くの方々参加をいただいておりました。それか

ら、わいわいクリスポやまえの総会に参加しました。これは山江中学校の部活動の

社会体育移行が今から徐々に行われていくということでありますが、その受け入れ

団体としてですね、わいわいクリスポやまえのほうでその面倒を見ていく、要する

に社会体育の指導による指導をしていくということになるわけであります。今年の

１０月から徐々にその移行が始まるということでありますけれども、そういう話も

含めてあいさつをさせてもらったところであります。 

 それから５月１３日でありますが、先ほど１０日に村有財産審議会がありました

けれども、１３日に山江村村有財産審議会の答申を受けたところでありまして、そ

の答申により本日の予算提案をさせていただくというものでございます。 

 それから、同日、山江村鳥獣被害防止対策協議会を開催いたしました。今なお鳥

獣被害なかなか収まらずですね、今年の実績、昨年度の実績を見てみますと、イノ

シシが２６９頭で、イノシシについてはずいぶん減ったなという気がしますが、シ

カは１,０３７頭と大幅に増えております。サルが１７頭、タヌキが８４頭、カラ

スが５羽というような成果の中に、今後のその被害の対策についてどういう対策を

打っていくのか、どういう対策が有効なのか、いわゆる猟友会のみならずですね、

村民の方々に罠を貸し出して、個別罠を貸し出して、そして捕獲に当たるといった

ほうが、効果があるんじゃなかろうかという貴重な意見もいただいたとこでありま

すし、受けてその対策を進めていきたいと考えております。 

 それから５月１４日から１６日にかけましては、道路関係の全国大会の総会が行

われました。道路利用者会議定時総会、道路整備促進期成同盟会の通常総会、それ

から命と暮らしを守る道づくりの全国大会が行われております。これは８月にはで

すね、国の概算要求に伴う予算が決定いたします。それに向けての予算獲得のため

の総会でありまして、半数近い市町村長がこの会場に、砂防会館に集まったという

ことでありました。非常に盛り上がった大会になりました。 

 それから５月１７日から各課との事業打ち合わせとしておりますが、これは年間

を通してそれぞれの各課で、また担当者がどういう事業をしていくんだというため

の確認と、職員の自分の事業の確認と、私もその事業を見通したいということもあ

りまして、その説明会とまた意見交換を行わせてもらったところであります。 

 それから同じく１７日でありますが、山江村観光交流促進協議会の総会が行われ

ました。特に最近では夏祭を開催されたりですね、いろんな事業を執り行ってもら

っております。村民自ら地域づくりの実践をされているということで、心から感謝

しておりますし、しっかり支援もしていきたいと思っております。 
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 ５月１８日、山江村自衛隊家族会の総会に参加したところであります。 

 ５月１９日は山江中学校体育大会でありました。非常に半日の大会でありました

けれども、子どもたちの頑張る姿にですね、頼もしく感じたところであります。 

 それから５月２１日はシルバー人材センターの総会に参加してきております。５

月２２日は郡民体育祭のグラウンドゴルフ大会が行われましたので、その応援に出

向いております。その後、全国治水砂防協会の総会に参加してきました。特に山江

村は万江川土砂氾濫対策事業がございます。これは砂防事業のみならず、治水と治

山の事業を合わせて８０億円を超える予算が向こう１０年間で投入されるというよ

うなことであります。議会のほうも上京されるという折に、ぜひこの事業について

の要望につきまして、よろしくお願いを申し上げたいと考えます。 

 それから５月２５日はＮＰＯ法人のかちゃリンクやまえの通常総会であります。

かちゃリンクやまえは地域づくりのＮＰＯでありますので、山江の食堂の経営であ

ったり、様々な地域づくりの交流事業をやってもらっているところであります。か

なり高齢化も進み、その運営も苦労されているというようなことでありましたけれ

ども、そういう中、頑張ってもらっている様子であります。 

 それから５月２６日は、山田小学校それから万江小学校の運動会、双方に出向い

ております。 

 それから５月２７日は山江村肉用牛乳用牛基金の貸付金を交付いたしました。今

回は２名の方に基金を貸し付けているところであります。それから同じくやまえ栗

生産向上推進委員会がありました。新しい委員の方もおられます。これは各地域か

ら、各地区からですね、代表として１名委員として出てきてもらっているところで

ありますけれども、栽培技術のいわゆる拡散しながら、質の確保と質の向上と量の

確保に向けての取り組みを行っている委員会であります。 

 それから５月２８日は、球磨川リバイバルトレイル実行委員会の総会に参加いた

しました。これは水上と五木をスタートしながら山間をですね、八代まで走るとい

う山付きのイベントでありますけれども、実は山江村のほうはですね、４０名近い

スタッフの参加がありますし、それも夜間のスタッフの作業ということも含めて、

それから通過するだけでありますから非常に負担が多いということであります。そ

ういうことを正直に申し上げながら、ぜひそういうスタッフを多町村からお願いで

きないか、できればですね、山付きの事業でありますが、里部のイベントにつきま

しても各町村、球磨郡の町村全体でやっているところもありますし、できればこの

山付きのイベントについても、人吉球磨全体で取り組むことはできないかというよ

うなことを私、申し上げてきました。今年は参加するということでありますが、来

年はその形態によっては、山江村は辞退させていただきたいということも申し上げ
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たところであります。ただ今年はですね、ちょうど産業振興祭、いわゆる山江の宝

物収穫祭、１１月の第３日曜日とこれがダブっておりますので、そちらの宝物収穫

祭のほうを移動せざるを得ないと、こういう弊害も実はあっているところでもあり

ますが、今年はしっかり参加をさせていただきたいと思います。 

 それから５月２９日は災害支援協定の締結式を行いました。これは山江村の環境

整備協議会というのがございます。いわゆる建設業の協議会でありますけれども、

ここと災害が起きた場合の初動についてですね、その地域指定をしながら、自らで

すね、初動を行ってもらうというような協定を行ったところであります。 

 そして５月３０日は山江村公民分館長、体育部長、スポーツ推進員の合同会議で、

年間行事の確認をさせてもらったところでございます。 

 それから３１日は全国治水期成同盟会の通常総会に参加いたしました。 

 それから６月４日でありますが、山江村の防災連絡会議、梅雨前に各団体から、

それぞれの違う団体からですね、その取り組みについての共有をする会議でありま

すが、今年の梅雨入り、南九州はもう梅雨入りしたというような発表ありましたけ

れども、雨はやや多いというような情報の中、気を引き締めながらその対策に当た

らなくてはいけないというようなことを考えたところであります。 

 それから６月５日、やまえ栗地理的表示保護制度ＧＩ登録ですね、登録による出

荷販売に関する説明会を行いました。このＧＩ登録によりまして、結局はやまえ栗

の単価が上がらないと意味を成さないといいますか、ということになります。その

ためにも先ほど申し上げました、推進委員会のときに申し上げました、質の向上と

量の確保ということについて、やはりもう一度確認をする必要があろうかと思いま

す。加えてそのＧＩの登録書、赤いマークがありますけれども、あのシールを作る

ようにしていて、そのシールを添付して市場に出回るというような取り組みになる

わけでありますけれども、ただ、この登録はやまえ栗振興協議会が登録を受けてい

るところでありますので、このやまえ栗振興協議会に生産者の方が加入してもらう

という必要があります。もちろん加入を制限するものでありませんので、栗生産者

であればどなたでも加入をできます。加入してもらいながら、ただしですね、この

ＧＩマークは、生産履歴をちゃんと付けてもらうと。農協出荷のときもそうやって

もらっているところでありますけれども、その履歴について、その生産履歴をＧＩ

マークと一緒にですね、表示できるようにしながら出荷をしていきたいということ

でありますので、そういう説明会を行ったということであります。 

 それから、６月６日、ＪＲ肥薩線の再生協議会がございました。 

 ６月６日から７日にかけて、全国ＩＣＴ教育の首長協議会総会に参加をし、この

とき同時にですね、パネルディスカッションが開催されました。全国の私もですね、
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その要請を受けてパネリストとして発表したところでありますけれども、全国のＩ

ＣＴに積極的に取り組んでおられる自治体からの発表で、茨城県つくば市、これは

教育長が来られて発表されました。それから埼玉県の戸田市、それから和光市、こ

れは市長です。それから須崎新市長、これは高知県です。佐賀県の多久市長、そし

て山江村でありました。 

 山江村はそういう市にも先駆けてこのＩＣＴ教育の取り組みを進めておりますの

で、非常に関心を持たれているというところでありますが、ただ山江村としては、

早く取り組んでいるからこそですね、第２回目のタブレットの更新時期に入ってい

るところです。文科省の課長もきておられましたけれども、引き続きＧＩＧＡスク

ール、いわゆる機械導入に関する予算について、国のほうでしっかり確保していた

だくようなお願いをしたということであります。 

 ただ、このＩＣＴ教育の中で山江村の一つの成果として、もちろん正答率高いわ

けですけれども、英語教育との愛称について私、しゃべったところでありますが、

全国の英検３級の取得率の目標は５０％となっております。山江村の目標は、教育

委員会６０％と定めておりますけれども、実は昨年の中学３年生についてはですね、

実に８２％の英検３級を取得しておられます。英語教育とＩＣＴ教育の相性のよさ

というのもあるんじゃなかろうかということも紹介をしたところでありますが、こ

の数字についてはですね、２、３００人の会場がちょっとどよめいたというような

ところでもありました。 

 それから６月８日は郡民体育祭ソフトボール男女が行われまして、男女とも３位

という結果でありました。もう一歩のところでありましたけれども、非常に若い人

たちがですね、本当に頑張ってくれております。 

 ９日が熊本丸岡会であります。議長、それから議員のほうからも白川、北田議員、

参加いただきながら、非常によき交流、懇親ができた会であったかと思います。 

 それから６月１０日、くま川鉄道再生協議会の総会が行われました。その後です

ね、諸々話を進めてきたわけでありますけれども、そのくま川鉄道の取締役会をし

たところであります。ただ、今回のくま川鉄道、これは肥薩線もそうでありますが、

上下分離方式という中での国の再構築協議会をつくりながら、補助金をもらうとい

うようなことになるわけでありますが、特に上はですね、上の部分は鉄道の運行部

分ですね、これはくま川鉄道株式会社が行います。下の部分、要するに鉄道式とレ

ール、それから橋ですね、駅舎は違いますが、その下の部分は１０市町村で経費を

賄うというような上下分離方式をとるわけであります。上については今まで経営安

定化割というような割合によって、各市長の負担をしてきたところでありますが、

下についてどうするかというような意見を今、交わしております。この下のほうに
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ついては、いろんな意見がありまして、いろいろとまとまりがなかなかつかないと

いうような状況であります。私としてはですね、今まで上下分離方式がない場合に、

経営安定化割でやってきたから、下についてもその割合でいったほうが、わかりや

すいんじゃなかろうかというようなことを申しているわけでありますけれども、定

期券割合とか、乗車割合とか、諸々の割合をその中に組み込んでいくと、逆にあん

まり利用しない町村の負担金が上がったりするという、へんてこな数字がでてきま

すので、その付近について今から協議していくということになりますが、いずれに

しましてもこれについては、将来山江村として永久にといいますか、くま川鉄道が

ある限りその負担をしていくことになりますので、しっかり将来に禍根を残さない

ように決めなくちゃいけないというのと同時に、議会の皆様方についてもしっかり

説明をさせていただきたいと思っておりますから、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 以上、諸般の報告を申し上げました。ただ、あとこれで終わりたいと思ったんで

すけれども、１点だけ、先般から国の人口戦略会議がですね、消滅可能市町村の一

つとして、山江村という名前があがっております。熊日新聞に二度にわたり報道さ

れました。これにより消滅を心配する村民の方々の声がですね、あちこちから私の

耳にも聞こえ、また尋ねられておりますので、この点について議会ではですね、実

は二度目になりますが、再度説明をさせていただきたいと思います。 

 その消滅可能性市町村の根拠はですね、社会保障人口問題研究所というのが国に

ありまして、その統計を基に、２０歳から３９歳の女性の数が、２０２０年、令和

２年から２０５０年、令和３２年の３０年間の間にですね、５０％、半数以下にな

る市町村は、消滅可能性自治体としたものであります。全国で４０％、７４４市町

村がこれに該当しておって、熊本県では特に県南の町村が多いということになって

おります。 

 山江村の実情を申し上げますと、２０２０年には２４０名でありました。それが

２０５０年に９８名に減るということでありますので、いわゆる２４０名から９８

名、半数以上、５９％の減少となり、消滅可能性市町村ということに該当するとい

うことになります。ただですね、これは村民の方、ケーブルテレビを見ておられる

村民の方もおられると思いますが、人が住んでいる限り、自治体は消滅しません。

そして、自治を諦めない限り、そういう役場、議会あたりがですね、山江村はどこ

かと合併しますと、山江村を無くしますと言わない限りですね、消滅はあり得ない

のであります。改めてその付近の心配についてはですね、しっかり消滅はしないと

いうことを申し上げたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ただ、山江村の人口は様々な子育て支援や移住定住政策をはじめ、ＩＣＴ教育の
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充実、先般報道されました認知症サポーター比率が日本一などの福祉政策の充実に

よりまして、社会保障人口問題研究所統計は、もう既にですね、上回っております。

社会保障人口問題研究所の推計では、現在山江村は３,０００人を切っているとな

っておりましたが、現状は３,２００人と大きく推計人口より上回っております。 

 といいながらもですね、本村においても人口減少は大きな課題があります。昨年

中生まれた出生者数、子どもの数は１４名でありました。１４名でこのまま推移し

ますと、山田小学校、万江小学校一緒になっても複式学級というような状況であり

ます。これは山江村は社会増によって、転入によって何とか保っているところであ

りますけれども、ただ、そういう出生者数が激減してきているというような大きな

課題もあります。人が減るということは村の活力もなくなっていくということにつ

ながりますので、人口を健全に保つための政策が喫緊の課題になってきております。 

 今回の議会におきましても補正予算に関連予算を計上しているところであります

けれども、山江未来づくり協議会を既に立ち上げておりまして、その未来協議会で

は、３点あります。一つは、山江の栗などの地域資源がたくさんありますけれども、

そういう地域資源活用による仕事づくり、活力づくりが第一点、それから２点目に、

山間部の高齢者の方々、または里部は若者の方々もおられますけれども、それぞれ

生活課題を持っておられますので、その生活を守る暮らしづくりという点、それか

ら３点目が、今後何もしないとですね、荒れていくことが予想されている農地、田

畑や山林の今度どうやって土地を活用していくのかという土地利用、この３点に主

題を置きながら、様々な政策の展開といいますか、部会によりましていろんな提言

もあろうかと思いますけれども、そういう消滅という課題に立ち向かっていきたい

と考えているところであります。議会並びに村民の方々のご理解ご協力をよろしく

お願いしますとともに、さらに一歩進めてですね、実践者、地域づくりのプレイヤ

ーとしてご参加いただきながら、村民総参加による、どこにも負けない力強い村づ

くりを進めることができたらと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 本日村長提案の議案は、報告案件が４件、専決処分の承認案件が７件、条例の一

部改正条例案件が５件、公共工事請負契約案件が２件、令和６年度補正予算案件が

１件の合計１９件でありますけれども、どうぞ慎重にご審議いただきまして、よろ

しくご決定賜りますようお願いを申し上げながら、施政方針のあいさつといたしま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） これで村長の行政報告及び説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第５ 報告第１号 山江村総合振興計画後期基本計画の訂正の報告について 

○議長（森田俊介議員） 日程第５、報告第１号、山江村総合振興計画後期基本計画の

訂正の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第１号についてご説明申し上げます。 

 山江村総合振興計画後期基本計画の訂正の報告についてでございます。山江村総

合振興計画後期基本計画の訂正について、別紙のとおり報告するというものでござ

います。令和６年６月１２日提出、山江村長、内山慶治としております。 

 提案理由でございますが、令和６年第３回山江村議会臨時会で議決をいただきま

した山江村総合振興計画後期基本計画の訂正について、議会へ報告する必要がある

ために提案をさせていただくというものでございます。 

 １枚開けてもらいますと正誤表がございますが、内容については、企画調整課長

が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それでは、報告第１号についてご説明いたします。 

 ２枚目をお開きください。山江村総合振興計画後期基本計画正誤表でございます。

こちらにつきましては、先ほど村長からもありましたとおり、令和６年第３回山江

村議会臨時会のほうで議決をされておりますが、内容について一部訂正事項が発生

しましたので報告いたします。 

 本計画書の第３部、後期基本計画内の第４章、健康福祉、誰もが心身健康に暮ら

せる村づくりの中で、施策区分４－１、子育て支援の推進の５６ページの指標朝ご

はんを毎日食べる子どもの割合、令和４年度３歳児健診及び虫歯有病者率、令和４

年度３歳児健診の現状並びに目標値の訂正でございます。 

 まず、朝ごはんを毎日食べる子どもの割合のところでございますが、現状値６９.

７％、目標値９８％のところを現状値１００％、目標値１００％への訂正でござい

ます。訂正の理由といたしましては、現状値並びに目標値を設定する際の分母の集

計に誤りがあったためでございます。 

 次に、虫歯有病者率、令和４年度３歳児健診でございますが、現状値２３.３％、

目標値１８％のところを、現状値５２.６％、目標値４０％への訂正でございます。

こちらの訂正理由といたしましては、診察日及び別日受診日の人数から算出すると

ころを、診察日のみで算出したため誤りが発生したところでございます。以上、報

告を終わります。 

○議長（森田俊介議員） それでは、ここで報告第１号について質疑を許します。質疑

ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 報告第１号については、質疑なしと認め、これで終わりま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 報告第２号 令和５年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（森田俊介議員） 日程第６、報告第２号、令和５年度繰越明許費（一般会計）

の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第２号についてご説明申し上げます。 

 令和５年度繰越明許費（一般会計）の報告についてでございます。令和５年度繰

越明許費について、地方自治法施行令１４６条第２項の規定により、山江村一般会

計予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告するというものでございます。本日提

出で村長名でございます 

 提案理由でございますが、繰越明許費については、地方自治法施行令の規定に基

づき、議会へ報告する必要があるために提案をさせていただくというものでござい

ます。内容については総務課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 平山総務課長。 

○総務課長（平山辰也君） それでは、報告第２号について説明いたします。 

 ２枚目の資料をお願いします。令和５年度山江村繰越明許費繰越計算書（一般会

計）でございます。今回報告します事業は、合計１６事業でございます。款、事業

名、翌年度繰越額の順に説明いたします。 

 まず、款２、総務費につきましては、ＬＰガス価格高騰対応生活者支援事業が、

翌年度繰越額４４４万７,０００円、同じく総務費ですけれども、球磨川鉄道経営

安定化事業が、翌年度繰越額１３３万７,０００円、戸籍システム改修事業が、翌

年度繰越額３１４万６,０００円、住民記録システム改修事業が、翌年度繰越額４

４９万５,０００円、戸籍附票システム改修事業が、翌年度繰越額３６３万円、続

きまして、款３、民生費につきましては、低所得者支援給付金事業が、翌年度繰越

額１,４１７万６,０００円。款５、農林水産業費は、小さな産業づくり事業が、翌

年度繰越額６９万３,０００円、款６、商工費につきましては、山江生活支援県事

業が、翌年度繰越額２,３９６万１,０００円、同じく丸岡公園農村広場整備事業

が、翌年度繰越額３０万円、続きまして、款７、土木費は、急傾斜地等崩壊対策事

業が、翌年度繰越額４,５５０万円、村道大川内萩線、道路舗装補修事業が、翌年

度繰越額８０万６,０００円、款３、翌年度繰越額８０万６,０００円、社会資本整

備事業が、翌年度繰越額６,８１３万５,０００円、続きまして、款８、消防費につ
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きましては、防災トイレ整備事業が、翌年度繰越額２,２８３万９,０００円、款

９、教育費は万江体育館空調設備等整備事業が、翌年度繰越額１,５１３万８,００

０円、款１０、災害復旧費につきましては、公共土木施設災害復旧事業が、翌年度

繰越額５億６,４８３万７,０００円、林道向鶴線法面対策事業が、翌年度繰越額

７,２１０万円でありまして、合計１６事業の翌年度繰越額の合計が、８億４,５５

４万円でございます。なお、財源の内訳につきましては記載してあるとおりでござ

います。以上で説明を終わります。 

○議長（森田俊介議員） それでは、ここで報告第２号について質疑を許します。質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。報告第２号は、これについては終わり

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 報告第３号 令和５年度繰越明許費（特別会計簡易水道事業）の報告につ

いて 

○議長（森田俊介議員） 日程第７、報告第３号、令和５年度繰越明許費（特別会計簡

易水道事業）の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 報告第３号についてご説明申し上げます。 

 令和５年度繰越明許費（特別会計簡易水道事業）の報告についてでございます。

令和５年度繰越明許費について、地方自治法施行令１４６条第２項の規定により、

山江村特別会計簡易水道事業予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告するという

ものでございます。本日提出でございます。村長名でございます 

 提案理由でございますが、繰越明許費については、地方自治法施行令の規定に基

づき、議会へ報告する必要があるために提案をさせていただくというものでござい

ます。内容については建設課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それでは、報告第３号についてご説明いたします。 

 ２枚目の資料をお開きください。令和５年度山江村繰越明許費繰越計算書（特別

会計）でございます。款、事業名、翌年度繰越額の順に説明いたします。 

 款２、簡易水道事業費、事業名、簡易水道施設整備事業、翌年度繰越額１,９３

０万円、款６、災害復旧費、事業名、簡易水道施設災害復旧事業、翌年度繰越額６

１４万円でございまして、翌年度繰越額の合計が２,５４４万円でございます。財

源の内訳につきましては記載のとおりでございます。以上で説明を終わります。 
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○議長（森田俊介議員） それでは、ここで報告第３号について質疑を許します。質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。報告第３号についてはこれで終わりま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 報告第４号 令和５年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

○議長（森田俊介議員） 日程第８、報告第４号、令和５年度事故繰越し（一般会計）

の報告についての報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第４号についてご説明申し上げます。 

 令和５年度事故繰越し（一般会計）の報告についてであります。令和５年度事故

繰越しについて、地方自治法施行令１５０条第３項の規定により、山江村一般会計

予算に係る事故繰越しを別紙のとおり報告するというものでございます。本日提出

であります村長提案でございます 

 提案理由でございますが、事故繰越しについては、地方自治法施行令の規定に基

づき、議会へ報告する必要があるために提案をさせてもらうというものでございま

す。内容につきましては総務課長が説明します。 

○議長（森田俊介議員） 平山総務課長。 

○総務課長（平山辰也君） それでは、報告第４号について説明いたします。 

 ２枚目の資料をお願いします。令和５年度山江村事故繰越し計算書（一般会計）

でございます。今回報告します事業は、二つの事業でございまして、いずれも淡島

裏参道橋の災害復旧に関する事業でございます。款、事業名、支出負担行為額、翌

年度繰越額の順に説明いたします。 

 款７、公共土木施設災害関連事業、支出負担行為額が３,１３５万８,０００円

で、翌年度繰越額が３,６０８万９,０００円でございます。それから款１０、公共

土木施設災害復旧事業、支出負担行為が４億３,３６５万８,０００円で、翌年度繰

越額が２億５,５６６万８,０００円でありまして、二つの事業の翌年度繰越額の合

計が２億９,１７５万７,０００円でございます。なお、財源内訳につきましては、

記載してあるとおりでございます。 

 説明につきましては、二つの事業とも昨年の５月の大雨によりまして、河川内の

施工ヤードの一部が流出したため、年度内の工事完了が困難となり、今回繰越しと

なったものでございます。以上で説明を終わります。 

○議長（森田俊介議員） それでは、ここで報告第４号について質疑を許します。質疑



－ 20 － 

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。報告第４号は、これで終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 発委第２号 山江村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第９、発委第２号、山江村議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、委員長の説明を求めます。 

 議会運営委員長、５番、赤坂修議員。 

 答弁席からお願いします。 

○５番（赤坂 修議員） 発委第２号、令和６年６月１２日、山江村議会議長、森田俊

介様。提出者、議会運営委員長、赤坂修。 

 山江村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について。 

 上記議案を地方自治法第１０９条第３項第２号及び山江村議会会議規則第１３条

第２項の規定により、別案のとおり制定するものとするものであります。 

 提案の理由といたしまして、標準町村議会委員会条例の一部改正に伴い、本条例

の一部を改正するため提案するものであります。 

 ２枚目以降に改正する条文を、５枚目以降に新旧対照表を添付しております。な

お、附則といたしまして、この附則は公布の日から施行とし、令和６年４月１日か

ら適用することとしております。以上であります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山

江村一般会計補正予算（第１２号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１０、承認第２号、専決処分事項の承認を求めること

について（令和５年度山江村一般会計補正予算（第１２号））を議題とし、提案者

の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第２号についてご説明申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。令和６年６月１２日提出、

村長提案でございます。 

 提案理由でございますが、ふるさと応援寄附金等が令和６年３月末日に確定した

ために、令和５年度山江村一般会計補正予算（第１２号）を専決処分をさせてもら

ったというものでございます。 
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 １枚開けていただきますと、専第２号、専決処分書でございます。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和５年度山江村一般会計補正予算（第１２号）を

別紙のとおり専決処分するとして、令和６年の３月２９日に村長名で専決させても

らったということでございます。 

 もう１枚開けてもらいますと、専第２号、予算書でございます。令和５年度山江

村一般会計補正予算（第１２号）でございます。令和５年度山江村の一般会計補正

予算（第１２号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ４,７１９万２,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５５億４,３６９万３,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございますが、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」によるものでございます。令和６年３月２９日専決、山江村長、内山慶治

としております。 

 内容につきましては、総務課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 平山総務課長。 

○総務課長（平山辰也君） それでは、専第２号について説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正でございます。今回の

補正につきましては、歳入歳出とも実績に伴います補正でございます。 

 まず歳出でございますが、主なものについて説明いたします。款１２、分担金及

び負担金につきましては、川辺川総合土地改良事業農家負担金など、１,２１９万

円を追加するものでございます。款１４、国庫支出金は、公共土木施設や農業施設

災害復旧工事に伴います国庫補助金など、２,８４１万円を減額するものでござい

ます。款１５、県支出金につきまして、重度心身障がい者医療費補助や球磨川流域

復興基金交付金など８２３万１,０００円を減額するものでございます。 

 ３ページをお願いします。款１７、寄附金は、一般寄附金やふるさと応援寄附金

を２,６２８万５,０００円減額するものでございます。款２０、諸収入につきまし

ては、後期高齢者医療広域連合受託事業収入など、６２３万４,０００円を追加す

るものでございます。款２１、村債は、道路新設改良工事などに伴う村債２９０万

円を減額するものでございます。歳入合計、補正前の額から４,７１９万２,０００

円を減額いたしまして、５５億４,３６９万３,０００円とするものでございます。 

 ４ページをお願いします。歳出でございます。主なものについて説明いたしま

す。款２、総務費につきましては、ふるさと応援寄附金の返礼品や積立金など、
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８,００６万２,０００円を減額するものでございます。款３、民生費は、障がい者

及び老人福祉扶助費など２,２６８万２,０００円を減額するものでございます。款

４、衛生費につきましては、予防接種委託料など８８１万５,０００円を減額する

ものでございます。款５、農林水産業費は、農業振興補助金など４４７万円を減額

するものでございます。款６、商工費につきまして、淡島公衆トイレの解体工事費

請負費など４８３万４,０００円を減額するものでございます。款７、土木費は、

道路維持費など２００万８,０００円を減額するものでございます。 

 ５ページをお願いします。款９、教育費は、学校施設の光熱水費など３７５万

７,０００円を減額するものでございます。款１０、災害復旧費は、村道の災害復

旧工事費など１,４１３万８,０００円を減額するものでございます。款１１、公債

費につきましては、償還額の確定によりまして５２２万９,０００円を減額するも

のでございます。款１２、予備費を９,９４９万８,０００円追加いたしまして、歳

出合計、補正前の額から４,７１９万２,０００円を減額いたしまして、５５億４,

３６９万３,０００円とするものでございます。 

 ６ページをお願いします。第２表、地方債補正でございます。１、変更でござい

ますが、起債の目的、道路新設改良事業、補正前の限度額５,５６０万円を補正後

の限度額５,３４０万円に、公共土木施設災害復旧事業、補正前の限度額９００万

円を補正後の限度額８３０万円とするものでありまして、補正後の記載の方法、利

率、償還の方法につきましては、補正前に同じでございます。以上で説明を終わり

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山

江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１１、承認第３号、専決処分事項の承認を求めること

について（令和５年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号））を議

題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第３号についてご説明申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。令和６年６月１２日、本

日提出でございます。村長名でございます。 

 提案理由でございますが、療養給付費等が令和６年３月末日に確定したために、

令和５年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）を専決処分したと
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いうものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専決処分書、専第３号でございます。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和５年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予

算（第４号）を別紙のとおり専決処分をするとしたものでございます。これも令和

６年３月２９日に村長名で専決処分させていただいたものでございます。 

 次に、専第３号、予算書でございますが、令和５年度山江村特別会計国民健康保

険事業補正予算（第４号）でございます。令和５年度山江村の特別会計国民健康保

険事業補正予算（第４号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ４,５５６万７,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４億６７５万５,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。令

和６年３月２９日専決といたしております。 

 内容につきましては健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、承認第３号につきましてご説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、主なものにつきま

してご説明いたします。款１、国民健康保険税につきましては、収納額確定により

ます３４２万円の減額でございます。款６、県支出金につきましては、４,２８０

万９,０００円減額するものでございまして、普通交付金及び特別調整交付金交付

決定によるものでございます。款１１、諸収入につきましては、保険者間調整等に

よります６６万１,０００円を増額するものでございます。歳入合計、補正前の額

から４,５５６万７,０００円を減額いたしまして、４億６７５万５,０００円とす

るものでございます。 

 次に、２ページ目をご覧ください。歳出、こちらも同じく主なものにつきまして

ご説明いたします。款２、保険給付費につきまして、療養諸費及び高額療養費等の

給付実績によりまして、３,７３４万円を減額するものでございます。款６、保健

事業費につきましては、人件費及び特定健診審査委託料等、保険事業関係の実績に

伴うものでございまして、６６万円を減額するものでございます。款１０、予備費

を７１６万７,０００円減額するものでございます。歳出合計、補正前の額から４,

５５６万７,０００円を減額いたしまして、４億６７５万５,０００円とするもので

ございます。以上、ご説明を終わります。 

○議長（森田俊介議員） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異
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議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１３分 

再開 午前１１時２２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） 休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山

江村特別会計介護保険事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１２、承認第４号、専決処分事項の承認を求めること

について（令和５年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第４号））を議題と

して、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第４号についてご説明を申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。本日提出でございます。

村長名でございます。 

 提案理由でございますが、保険給付費等が令和６年３月末日に確定をしたために、

令和５年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第４号）を専決処分させていた

だいたというものでございます。 

 開けていただきますと、専第４号、専決処分書でございますが、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、令和５年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

４号）を別紙のとおり専決処分をするということでございます。これは令和６年３

月２９日に専決処分させてもらったということでございます。 

 それでは、専第４号の予算書でごありますが、令和５年度山江村特別会計介護保

険事業補正予算（第４号）でございます。令和５年度山江村の特別会計介護保険事

業補正予算（第４号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１,０５３万７,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５億５,２１８万９,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。令

和６年３月２９日に専決処分させていただいたものでございます。 

 内容については健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、専第４号につきましてご説明いたします。 

 ２ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、主なものにつきま

してご説明いたします。款１、保険料につきましては、給付実績並びに介護保険料

の収納実績によりまして、１,０１３万５,０００円を減額するものでございます。

歳入合計、補正前の額から１,０５３万７,０００円を減額いたしまして、５億５,

２１８万９,０００円とするものでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。歳出、同じく主なものにつきましてご説明いた

します。款２、保険給付費につきましては、給付実績によりまして３,７１２万５,

０００円を減額するものでございます。款４、地域支援事業費につきましては、介

護予防生活支援に伴う委託料及び一般介護予防事業委託料等実績によりまして、２

８０万１,０００円を減額するものでございます。款８、予備費を３,０３８万円増

額するものでございます。歳出合計、補正前の額から１,０５３万７,０００円を減

額いたしまして、５億５,２１８万９,０００円とするものでございます。以上、説

明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山

江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１３、承認第５号、専決処分事項の承認を求めること

について（令和５年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号））を

議題として、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第５号について説明申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございます。後期高齢者医療保険料等が令和６年３月末日に確定をし

たために、令和５年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）を専

決処分させていただいたというものでございます。 

 開けていただきますと、専第５号、専決処分書、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、令和５年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）を
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別紙のとおり専決処分をするというものでございます。令和６年３月２９日に専決

処分させていただきました。 

 そして予算書でございますが、専第５号、令和５年度山江村特別会計後期高齢者

医療事業補正予算（第３号）でございます。令和５年度山江村の特別会計後期高齢

者医療事業補正予算（第３号）は、次に定めるところによるとするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ９２万８,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４,６６２万３,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。令

和６年３月２９日に専決をしております。 

 内容については健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、専第５号につきましてご説明いたします。 

 ２ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、主なものについて

ご説明申し上げます。款１、後期高齢者医療保険料につきましては、収納額確定に

よります２１３万１,０００円を増額するものでございます。款３、繰入金につき

ましては、一般会計からの繰入金１１４万６,０００円を減額するものでございま

す。歳入合計、補正前の額に９２万８,０００円を増額いたしまして、４,６６２万

３,０００円とするものでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。歳出、同じく主なものについてご説明いたしま

す。款４、予備費を９２万８,０００円増額するものでございます。歳出合計、補

正前の額に９２万８,０００円を増額いたしまして、４,６６２万３,０００円とす

るものでございます。以上、ご説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山

江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１４、承認第６号、専決処分事項の承認を求めること

について（令和５年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号））を

議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第６号についてご説明を申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条
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第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、ケーブルテレビ使用料等が令和６年３月末日に確定を

したために、令和５年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）を

専決処分させていただいたものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専第６号、専決処分書でございます。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和５年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正

予算（第４号）を別紙のとおり専決処分をするとしたものでございます。令和６年

３月２９日に専決処分しております。 

 予算書でございますが、専第６号、令和５年度山江村特別会計ケーブルテレビ事

業補正予算（第４号）でございます。令和５年度山江村の特別会計ケーブルテレビ

事業補正予算（第４号）は、次に定めるところによるというものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ６８万６,０００を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ５,４０２万８,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。令和６

年３月２９日に専決処分させてもらったものでございます。 

 内容については企画調整課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それでは、専第６号についてご説明いたします。 

 ２ページ目をお開きください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、主なものにつ

いてご説明いたします。款２、使用料及び手数料、ケーブルテレビ使用料並びに手

数料を６１万５,０００円減額、歳入合計、補正前の額から６８万６,０００円減額

しまして、５,４０２万８,０００円とするものでございます。 

 ３ページ目をお開きください。歳出、款１、総務費、派遣職員の委託料を９７万

円減額、２、ケーブルテレビ事業費、光熱水費並びに修繕費を１０３万円減額、４、

予備費を１３１万４,０００円追加し、歳出合計、補正前の額から６８万６,０００

円減額しまして、５,４０２万８,０００円とするものでございます。以上、説明を

終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村税条例

の一部を改正する条例） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１５、承認第７号、専決処分事項の承認を求めること
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について（山江村税条例の一部を改正する条例）を議題として、提案者の説明を求

めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第７号についてご説明を申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、その承認を求めるというものでございます。本日提出、提案でござい

ます。 

 提案理由でございますが、地方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

等が、令和６年４月１日から施行されたことに伴いまして、山江村税条例の一部を

改正する必要があるために、専決処分させていただいたというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専第７号、専決処分書がございますが、山江村税条

例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分するとしたものでございま

す。これは令和６年３月３１日に専決処分させていただいております。 

 １枚開けていただきますと、山江村の税条例の一部を改正する条例でございます。

それから、途中からですね、山江村税条例の新旧対照表も添付しておりますので、

ご参照いただきたいと思います。 

 内容については、いわゆる上位法の改正に伴います税条例の改正でございます。

主な概要はですね、令和６年度分の個人住民税に限り特別税額控除、これは定額減

税、いわゆる個人住民税所得割、１万円×課税対象人数分となるわけですけれども、

それの規定の新設であります。それから固定資産税の負担調整措置等の延長及び、

令和６年能登半島地震災害の被災者に係る雑損控除等の特例に係る手続き規定、そ

の他地方税法等の改正に伴う条文の改正、条項のずれ、文言の修正など、条文の整

備を行い、専決処分をさせていただいたというものでございます。 

 なお、施行日につきましては、令和６年４月１日を基準とし、項目によって施行

日が異なりますが、それぞれの項目の施行日につきましては、附則に記載してある

とおりでございます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村国民健

康保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１６、承認第８号、専決処分事項の承認を求めること

について（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題として、提案

者の説明を求めます。 
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 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第８号についてご説明を申し上げます。 

 専決処分事項の承認を求めることについてでございます。地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。

本日提出、提案でございます。 

 提案理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令

第１３６号）が、令和６年４月１日から施行されたことに伴いまして、山江村国民

健康保険税条例の一部を改正する必要があるために、専決処分させていただいたと

いうものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専第８号、専決処分書でございます。山江村国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分としたものでご

ざいます。令和６年３月３０日に専決処分しております。 

 １枚開けてもらいますと、一部を改正する条例でございますし、その次には新旧

対照表を添付しておりますけれども、これも上位法、いわゆる上の法律が変わった

ということによります条例改正でございます。 

 内容としましては、中間所得者層の負担緩和を図るために、高所得者層の課税限

度額を現行の１０４万円から１０６万円に引き上げ、また、低所得者層の保険税負

担を図るため、軽減判定基準を引き上げる改正を行い、専決処分をしたというもの

でございます。施行日としましては、令和６年４月１日でありまして、それ以前の

分につきましては、従前の例によるものでございます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第３１号 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１７、議案第３１号、職員の分限の手続及び効果に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めま

す。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第３１号についてご説明を申し上げます。 

 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２７年条例第３号）の

一部を改正する条例を別案のとおり制定するというものでございます。令和６年６

月１２日、本日提出、提案でございます。 
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 提案理由でございますが、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

第４項の規定に基づき、本条例の一部を改正する必要があるために提案をさせてい

ただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、条例の一部を改正する条例でありますし、その裏に

は新旧対照表を添付しておりますけれども、この条例につきましても上位法である

地方公務員法の規定に基づき、一部改正するものでありまして、ないようとしまし

ては、現在の条例に職員の失職に関して例外の規定がありますけれども、職務上生

じたものが条件となっています。現状としまして、職員の環境は、職務上のみなら

ず地域活動等に参加する機会がありまして、職務以外でも過失による事故を起こす

危険性というのがあります。従いまして、職務以外の活動も失職の例外とするため、

条文に規定されている職務上を削除するなどの一部改正でございます。 

 なお、この条例の一部は、公布の日から施行するというものでございます。以上

でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第３２号 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１８、議案第３２号、山江村重度心身障害者医療費助

成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を

求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第３２号についてご説明を申し上げます。 

 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございます。山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成９年条例

第２３号）の一部を改正する条例を別案のとおり制定というものでございます。本

日提出でございます。 

 提案理由でございますが、熊本県重度心身障害者医療費助成事業補助金交付要綱

の一部改正に伴いまして、本条例の一部を改正する必要があるために提案をさせて

いただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、一部を改正する条例でございますし、その裏には新

旧対照表も添付しております。本条例につきましては、山江村重度心身障害者医療

費助成の自己負担額を変更するというものでございます。本条例につきましては、

山江村重度心身障害者医療費助成の自己負担額を変更するというものであります。

熊本県が単独事業で行うその他の医療費助成事業は、令和５年度から自己負担額の

端数を切り捨てた額へ改正をされておりまして、同じ単独事業である重度心身障害
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者医療費助成事業についても、端数を切り捨て額への改正が行われました。従いま

して、これに準じて本村の条例も一部改正するというものでございます。 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用するというもので

ございます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第３３号 山江村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１９、議案第３３号、山江村家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

し、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 次に、議案第３３号についてご説明を申し上げます。 

 山江村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定についてでございます。山江村家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年条例第１４号）の一部を改正する条例を別案

の制定するというものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴いまして、本条例の一部を改正する必要があるために提案をさせていただ

くというものでございます。 

 １枚開けますと一部を改正する条例でありまして、その次には新旧対照表を添付

してありますけれども、本件につきましても、いわゆる上位法の改正に伴う条例の

一部改正になります。改正の内容としましては、令和５年１２月２２日に閣議決定

された子ども未来戦略に基づきまして、安心して子どもを預けられる体制整備を行

うというものでございまして、保育士１人当たりが受け持つことができる数を引き

下げるというものになっております。対象となる施設は、定員１９名以下の小規模

保育所及び事業所内保育所であるため、現在のところ本村に該当する保育所はござ

いませんが、上位法の改正に準じて本村の条例も一部改正するというものでござい

ます。 

 この条例は、公布の日に施行するものでありますけれども、経過措置を設けてご

ざいます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第３４号 山江村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第２０、議案第３４号、山江村営住宅条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 



－ 32 － 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 次に、議案第３４号についてご説明を申し上げます。 

 山江村営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。山江村営

住宅条例（平成９年条例第７号）の一部を改正する条例を別案のとおり制定すると

いうものでございます。本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）に基づいた

入居者資格に見直すことにより、居住の安定を図るには、本条例の一部を改正する

必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと一部を改正する条例でございますし、最後のページに

は新旧対照表を添付しておりますけども、この内容につきましてはですね、住宅に

困窮する者や村営住宅に入居を希望する者の居住の安定を図るために、公営住宅法

の規定に基づいた入居者資格基準を改正するというものでございます。いわゆる村

営住宅に入居できる者の平均収入月額の上限は、現在１５万８,０００円でござい

ますけれども、特例として、身体障がい者その他特に居住の安定を図る必要がある

と認められる者が入居させる場合など、平均収入月額が上限２１万４,０００円か

ら２５万９,０００円というものに引き上げるものでございます。 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用するというもので

ございます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第３５号 万江体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第２１、議案第３５号、万江体育館の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求めま

す。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第３５号についてご説明を申し上げます。 

 万江体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

でございます。万江体育館の設置及び管理に関する条例（令和５年条例第１３号）

の一部を改正する条例を別案のとおり制定するというものでございます。本日提出

でございます。 

 提案理由でございます。提案理由につきましては、万江体育館を適正に管理する

に当たりまして、本条例の一部を改正する必要があるため提案するというものでご

ざいます。 

 １枚開けていただきますと、一部を改正する条例でございまして、最後には新旧
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対照表をご参照いただきたいと思いますが、万江体育館におきましては、指定避難

所として現在空調設備の設置工事を行っているところであります。空調設備工事の

完了に伴いまして、施設の適切な管理を行うために条例の一部を改正するというも

のでございますが、内容は、体育室の冷暖房の設備を使用した場合の使用料を１時

間当たり１,０００円と定め、別表に追加をするというものでございます。山田小、

山江中の体育館使用料を参照にしながら定めたというものでございますが、施行日

は公布の日からといたしております。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 議案第３６号 公共工事請負契約の締結について 

○議長（森田俊介議員） 日程第２２、議案第３６号、公共工事請負契約の締結につい

てを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３６号についてご説明を申し上げます。 

 公共工事請負契約の締結についてでございます。次のとおり公共工事請負契約を

締結するものとするというものでございます。本日提出でございます。 

 記として表を掲げておりますが、横に工事名、事業量、契約金額、契約の相手方、

入札の方法の順に読み上げさせていただきたいと思います。 

 工事名につきましては、令和６年度林道坂本山江線Ｒ２災５号箇所及びＲ４災、

災害復旧工事でございます。事業量につきましては、Ｒ２災５号箇所が、施工延長

が３８メートル、大型ブロック擁壁工が１６９.５立方メートル、６号箇所施工延

長が１９メートル、法面保護工が２９２.１立方メートル、Ｒ４災施工延長が２１

メートル、大型ブロック擁壁工が８４立方メートルでございます。契約金額につき

ましては、６,２９２万円としております。契約の相手方が、熊本県球磨郡山江村

大字万江甲１０４９－１、株式会社中央設備代表取締役、林田啓一としております。

敬称を略しました。入札の方法は指名競争入札にて入札をした結果であります。 

 次に、提案理由でございますが、この工事請負契約の締結につきましては、山江

村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、いわゆる５,０００万円以上の契約でありますが、議会の議決を得る必要

があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 内容につきましては、令和２年７月豪雨及び令和４年台風災害による基幹林道坂

本山江線の災害復旧工事となります。令和２年災につきましては、５号箇所、６号

箇所の２か所となっており、５号箇所では、路肩の崩壊による大型ブロック擁壁工、

６号箇所では、植生マットによる法面保護工を実施するものであります。 

 また、令和４年災につきましては、路肩の崩壊による大型ブロック擁壁工を実施
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するものであります。 

 以上３本の工事をですね、合札しまして、５月２３日に入札を行い、５月２９日

に仮契約を締結しております。本契約の締結につきましては、議会議決後に行わせ

ていただきたいというものでございます。以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 議案第３７号 公共工事請負変更契約の締結について 

○議長（森田俊介議員） 日程第２３、議案第３７号、公共工事請負変更契約の締結に

ついてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 次に、議案第３７号についてご説明申し上げます。 

 公共工事請負変更契約の締結についてでございます。次のとおり公共工事請負変

更契約を締結するというものでございます。本日提出でございます。 

 これも記といたしまして表を示しておりますけれども、工事名、事業量、契約金

額、契約の相手方、入札の方法の順に読み上げさせていただきたいと思います。 

 工事名につきましては、令和５年度・災歩道第５６８０号村道岩ヶ野下払線道路

災害復旧工事でございます。事業量につきましては、復旧延長が当初ですね、変更

前でありますが、復旧延長が４７メートル、残土処理工が３,７３２立方メートル、

擁壁工が１,５３９立方メートル、エース舗装工が３１３立方メートル、Ｕ字溝敷

設が５２メートル、防護策設置工につきましては５７メートル、区画線工につきま

しては１１５メートルでございます。 

 それを変更後につきましては、変更したところを申し上げたいと思いますけれど

も、残土処理工が４,６５７立方メートルと増えております。エース舗装工が３３

９平米であります。増えております。それからＵ字溝敷設が５１メートル、防護策

設置工が５８.５メートル、区画線工が１２８メートルと変更がありまして、変更

前の契約１億７,７１０万円でございましたけれども、変更後の金額１億８,６２７

万２,１４４円となりまして、９１７万２,１４４円を変更させてもらうということ

でございます。契約の相手方につきましては、熊本県球磨郡山江村大字山田甲８５

７－１９、有限会社山本建設代表取締役、山本征治であります。敬称を略しました。

入札の方法につきましては指名競争入札、変更前行っておりましたので、変更後は

入札率による変更契約を行うというものでございます。 

 提案理由でございますが、この工事請負変更契約の締結につきましては、山江村

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を経る必要があるために提案をさせていただくものでございます。

いわゆる５,０００万円以上の契約でございます。 
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 内容につきましては、令和５年度におきまして、施工延長４７メートルの道路災

害復旧工事を進めているところでありますけれども、村内に工事箇所が集中したこ

とや、他事業、これは治山工事との調整に不測の日数を要したことから、工期を延

長して施工しているというものでございます。当該工事において、残土処理量の増、

アスファルト舗装面積の増、区画線延長の増など、事業量が増加したことによりま

して、本工事を増額するものでございます。この道路につきましてはですね、既に

通れる状況でありますので、こういう変更契約をするところでありますけれども、

既に村の責任において供用を一部開始しているということでありまして、下払の

方々が既に活用をされているということでございます。 

 議会には非常に契約前にですね、村の竣工前に供用開始するということになりま

したが、４年間近く下払の方々は苦労されてきたということでありますので、一日

でも早く通したいという思いの中、通させてもらっているところであります。どう

ぞご了承いただきまして、議決のほどよろしくお願い申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 議案第３８号 令和６年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（森田俊介議員） 日程第２４、議案第３８号、令和６年度山江村一般会計補正

予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 次に、議案第３８号についてご説明申し上げます。 

 令和６年度山江村一般会計補正予算（第１号）でございます。令和６年度山江村

の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるとするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億６,４７０万２,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ４５億３,１７０万２,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございますが、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」によるものでございます。本日提出でございます。村長名で提出しており

ます。 

 内容につきましては総務課長が説明いたします。 

○議長（森田俊介議員） 平山総務課長。 

○総務課長（平山辰也君） それでは、議案第３８号について説明いたします。 

 ２ページをお願いします。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でござ
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いますが、款１４、国庫支出金につきましては、村道新設改良工事に伴います社会

資本整備交付金や定額減税及び低所得者に対します物価高騰対策給付金によります

国からの重点支援地方交付金など、４,８３１万７,０００円を追加するものでござ

います。款１５、県支出金は、林道向鶴線法面改良工事の財源組み替えによる減額

や、仮設住宅の木造を活用しました丸岡公園施設整備事業に伴います球磨川流域復

興基金交付金の追加など、合計で３００万円を追加するものでございます。款１

８、繰入金につきましては、石蔵拠点整備事業に伴います用地購入費や、農村型地

域運営組織形成事業などに関する財源としての基金繰入金８,９２９万円を追加す

るものでございます。款２０、諸収入は、ＧＩＧＡスクール事業委託金９９万５,

０００円を追加するものでございます。款２１、村債につきましては、林道向鶴線

法面改良工事の財源組み替えや村道新設改良工事などに伴います、村債２,３１０

万円を追加するものでございます。歳入合計、補正前の額に１億６,４７０万２,０

００円を追加いたしまして、４５億３,１７０万２,０００円とするものでございま

す。 

 ３ページをお願いします。歳出でございますが、主なものについて説明いたしま

す。款２、総務費につきましては、石蔵拠点整備事業に伴います用地購入費や定額

減税補足給付金など、９,３３３万８,０００円を追加するものでございます。款

３、民生費は、低所得者に対する物価高騰対策給付金など、１,２６７万７,０００

円を追加するものでございます。款５、農林水産業費は、県営田んぼダム普及拡大

モデル事業負担金ややまえ栗振興協議会助成金など、１４３万３,０００円を追加

するものでございます。款６、商工費につきましては、温泉センターの厨房動力回

路改修工事や仮設住宅の木材を活用しました丸岡公園施設整備のための工事請負費

など、３,４６０万円を追加するものでございます。それから款７、土木費は、村

道の舗装補修工事請負費など、１,７８０万円を追加するものでございます。それ

から款９、教育費は、ＧＩＧＡスクール事業など、１５８万２,０００円を追加す

るものでございます。款１０、災害復旧費につきましては、下城子地区の排水路災

害復旧工事請負費など、９６０万円を追加するものでございます。款１２、予備費

を７１８万３,０００円減額いたしまして、歳出合計、補正前の額に１億６,４７０

万２,０００円を追加いたしまして、４５億３,１７０万２,０００円とするもので

ございます。 

 ４ページをお願いします。第２表、地方債補正でございます。 

 １、変更でございますが、起債の目的、緊急自然災害防止対策事業、補正前の限

度額１,９８０万円を補正後の限度額２,９８０万円に、道路新設改良事業、補正前

の限度額６,２３０万円を補正後の限度額７,５４０万円とするものでありまして、
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補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでございま

す。以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２５ 議員派遣の件 

○議長（森田俊介議員） 日程第２５、議員派遣の件を議題といたします。 

 会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付しております内容で議員を派遣

するものです。 

 これで提案理由の説明は終わりました。 

 また、３月議会定例以降、各種団体より陳情書等が２件提出されて議会へ届いて

おります。この件につきましては、事前にそれぞれ議員各位へ資料を配付しており

ます。各議員で内容をご確認いただき、必要な場合には後日議員提案としてなされ

るようお願い申し上げます。 

 以上で、本日の日程は終了しましたので、散会したいと思います。 

 ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時０８分 
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令和６年第４回山江村議会６月定例会（第２号） 

 

令和６年６月１３日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第１         一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 白 川 俊 博 議員         ２番 北 田 愛 介 議員 

 ３番 本 田 り か 議員         ４番 中 村 龍 喜 議員 

 ５番 赤 坂   修 議員         ６番 横 谷   巡 議員 

 ７番 立 道   徹 議員         ８番 西   孝 恒 議員 

 ９番 久保山 直 巳 議員        １０番 森 田 俊 介 議員 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  山 口   明 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   副   村   長   

 教   育   長  藤 本 誠 一 君   総 務 課 長  平 山 辰 也 君 

 税 務 課 長  迫 田 教 文 君   企画調整課長  清 永 弘 文 君 

 産業振興課長  松 尾 充 章 君   健康福祉課長  今 村 禎 志 君 

 建 設 課 長  蕨 野 昭 憲 君   教 育 課 長  一二三 信 幸 君 

 会 計管理者  髙 橋   忍 君   農業委員会事務局長  新 山 孝 博 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（森田俊介議員） 本日は、会期日程第２日、一般質問となっております。 

 お手元に配付してありますとおり、５名の議員の一般質問の通告がなされており

ます。通告順に従いまして許します。 

 なお、会議規則による発言時間は、質問・答弁を合わせ６０分といたしますが、

質問をされる議員におかれましては、提出された通告の内容に沿って、適切な質問

をいただきますよう要望いたします。また、質問の際に、答弁の繰り返しにならな

いようにご注意をお願い申し上げます。一方、執行部におかれましても簡潔にわか

りやすく答弁をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、はじめに５番、赤坂修議員より、１．第６次山江村総合振興計画につ

いて、２．アンケートの回収率について、３．国営川辺川総合土地改良事業負担金

の徴収状況について、４．特定外来生物の駆除についての通告が出ております。 

 赤坂修議員の質問を許します。５番、赤坂修議員。 

 

赤坂 修議員の一般質問 

 

○５番（赤坂 修議員） ５番議員、赤坂です。議長より発言の許しがありましたので、

一般質問をいたします。 

 今回は、今、議長が言われましたように、１点目として、第６次山江村総合振興

計画について、２点目、アンケートの回収率について、３点目、国営川辺川総合土

地改良事業負担金の徴収状況について、４点目、特定外来生物の駆除について、以

上、４点通告しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 まず１点目、第６次山江村総合振興計画についてお伺いをいたします。 

 ４月２５日の新聞に県内１８市町村消滅可能性、若い女性５０年までに半減とい

う記事が出ておりました。村長も昨日の行政報告の中で説明をされておりましたが、

政府が人口減少の歯止め、東京一極集中の是正を掲げた地方創生の取り組みを始め

て今年で１０年になり、今回人口戦略会議が公表したのは、子どもを生む中心世代

となる２０代から３０代の女性が、２０２０年から２０５０年までの３０年間で５

０％以上減ると推計される自治体ということで、球磨郡では５町村、山江村も含ま
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れておりました。山江村の２０２０年の２０代から３０代の若年女性人口が２４０

名で、それが２０５０年には９８名まで減少し、減少率５９.２％と推計されてお

りました。 

 毎年３月から４月にかけて高校を卒業すると、大学や専門学校進学、都会への就

職などによる人口の流出、このような人口減少、社会減対策は、地方ではどうにも

できないむずかしい問題であります。 

 そこで、このような状況の中で、第六次山江村総合振興計画後期基本計画が３月

臨時議会で承認されております。計画の中で四つの基本方針が設定されており、１

番目に仕事をつくるということで掲げられており、山江村の人口減少、社会減対策

と考えますのでお伺いをいたします。 

 仕事をつくるとして、基幹産業である農林水産業や商工業の付加価値を高め、多

様な働き場を創出するとともに、担い手の育成を推進し、また、地域特性を生かし

た企業誘致活動や企業支援に努め、雇用の場を確保し、強い産業づくりなど、本村

を支える基幹産業の発展とそれに関連する産業、村の活力につながる魅力ある雇用

づくりを目指すとあります。 

 アンケート調査でも、山江村の行政で今後特に力を入れてほしいと思われるもの

として、２番目に企業誘致、雇用対策があがっております。企業誘致活動について

は、人吉球磨しごと創生連絡協議会で、人吉球磨１０市町村で企業誘致に関する情

報交換や連携しての企業誘致の推進をされております。人吉や他の町村への企業進

出についてはたまに新聞に出てくることがありますが、人吉球磨での企業誘致の実

績はどのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは本日は一般質問となっております。いつものようにで

すね、大きな項目といいますか、村政の方針、それから新しい制度を創設するとい

うような項目については、私のほうから答弁させてもらいますし、業務の推進の内

容等についてはですね、担当課長より答弁させますのでよろしくお願い申し上げま

す。 

 お尋ねの件につきましては、企画調整課長が答弁いたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。令和６年３月に策定しま

した山江村総合振興計画後期計画におきましては、平成３１年３月に策定しました

山江村総合振興計画の基本方針を引き継ぎ、計画を進めることとしております。ま

ず、過去５年間の企業誘致活動の内容でございますが、人吉球磨１０市町村で構成

する、議員が申されましたとおり、人吉球磨しごと創生連絡協議会としましては、
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平成３１年度に県企業立地課と意見交換会、人吉球磨の誘致企業関連施設見学、九

州管内企業訪問、企業立地フェアへの参加等となります。 

 令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染症や令和２年７月豪雨によ

り活動の実績はございません。令和３年度におきましては、熊本県東京事務所との

意見交換や先進地自治体研修として佐賀県を訪問、また、球磨地域振興局主催によ

るワーケーションモニターツアーへの協力、意見交換会への参加をしております。

令和４年度には、前年同様に熊本県東京事務所との交換会、先進地研修に加え、起

業者向けのセミナーを実施しております。また、村独自の事業でございますが、働

く場の確保として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

子育て中の女性を中心に在宅ワークを始めたいと考えている方を対象に、在宅ワー

カー人材育成事業にも取り組んでおります。 

 令和５年度におきましては、人吉球磨しごと創生連絡協議会の地域人材育成確保

事業として、二十歳を迎える若者を対象にアンケート調査等も実施しております。 

 実績でございますが、人吉球磨の企業誘致の実績は、平成３０年度から令和４年

度の５年間ですけれども８件でございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ただいま企業誘致については８件ということでお伺いいたし

ました。後期基本計画の先ほどの基本方針があって、次に基本目標として、本村の

人口減少に歯止めをかけるには、特に若い世代の都市部への転出超過を解消する必

要があり、そのために本村を支える基幹産業の発展と村の活力につながる魅力ある

雇用づくりを目指すとあり、企業誘致に関しては、地域特性を生かした企業誘致活

動、施策の内容に山江村の環境、資源を生かすことができる企業とのマッチングと

ありますが、地域特性を生かした企業、山江村の環境、資源を生かすことができる

企業とは、具体的にはどのような企業を想定されているのかお伺いをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。山江村は企業誘致に有利

な地域特性として、九州自動車道の人吉インターに近いこと、森林や水など豊富な

地域資源に恵まれていることなどがあげられます。また、教育分野では、ＩＣＴ教

育、英語教育の充実など、地域特性に併せ、地域資源としましては、今年３月に地

理的認証保護制度（ＧＩ）に登録されたやまえ栗や柚子など農産物もあり、キノコ

生産事業者が柚子胡椒の生産に参入したり、また、機械設備事業者がニオイヒバや

柚子のアロマオイルの製造に取り組むなど、地域資源を生かした新たな動きもござ

います。 

 企業とのマッチングとしましては、ＩＣＴ教育の特性を生かし、全国ＩＣＴ教育
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首長協議会との協賛で開催されましたニューエデュケーションＥＸＰＯ２０２４東

京に参加し、山江中学校に設けておりますサテライトオフィスのＰＲ活動も行って

まいりました。 

 また、現在進めております石蔵活用拠点整備においても特産物であるやまえ栗に

よる産業、地域振興を軸として、生産、出荷調整の機能、加工、商品化、流通・販

売・飲食機能など、取り組める企業が参画しやすいような制度を設計しながら、企

業誘致から新たな雇用の場の確保につながるよう計画を進めているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ありがとうございました。次に、施策の中で、企業が進出し

やすい環境整備とありますが、山江村企業立地促進条例で、奨励措置として、固定

資産税の減免、工場等建設に係る土地取得奨励金の交付、雇用奨励金の交付があり

ますが、このほかに何か考えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。先に議員のほうから申さ

れましたとおり、山江村企業立地促進条例を定めており、村内に工場を新設、造成

する者に対し、奨励措置として、条件を満たした場合には、固定資産税の減免、工

場等の建設に係る土地取得の奨励金の交付、雇用奨励金の交付など支援制度を整備

しております。 

 また、山江村のほうとしましては、企業進出しやすい環境整備としまして、蕨野

工業団地を整備しております。こちらのほうには、自動車解体事業者やキクラゲ工

場などが進出しております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 新しい制度をつくる考えはないかというようなこともありまし

たので、その件について私から答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど課長のほうが申しましたＩＣＴ教育のですね、先般行いましたニューエデ

ュケーションＥＸＰＯ２０２４は、これは東京のファッションタウンビルという江

東区のほうで行われたところですが、そこにＩＣＴ関連の企業がですね、多数出店

しながら企業アピールをしておりました。もちろん教育教材を作るとかですね、い

ろんな新しい機材の紹介、ＩＣＴ教材の紹介とかするようなイベントでありますけ

れども、そこで教育長と、それから企画調整課の担当で、山江中学校にサテライト

オフィスを設けております。英語教室とコンピューター室、いわゆる社会人枠とし

て設けてあるスペースですけれども、そこにサテライトオフィスとして来ることは

できないかというような問い掛けを誘致をさせてもらっているというところであり
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ます。若干反応はあったということでありますけれども、例えば英語学習の教材を

作る企業が来たら、山江中学校の英語学習の状況に併せてどういうソフト教材を作

ればいいのかというのがわかりますし、また、そういう教室に行ってですね、そう

いうことを教えたりもその企業ができるという利点もあります。それによって日本

のモデル的な英語教材を作るとかですね、また一つの例ですけれども、そういう誘

致をひとつしているところです。 

 それともう１点は、資源を活用した雇用、また活性化を図ると私、昨日も申し上

げましたけれども、その中心として、石蔵の拠点の整備をしていこうというのがあ

ります。これは単に山江村がつくる施設のみならず、民間からも積極的に来ていた

だきながら、いろんな事業を展開していただきたい。生産・出荷調整や加工・商品

化、それから食堂機能等もですね、民間の方の活力も活用したいと考えております。 

 従いまして、現在の山江村企業立地促進条例だけではなかなかマッチしない部分

もありますので、その山江村企業立地促進条例の見直しと、さらなる、いわゆるイ

ンセンティブといわれる来てもらうような動機づけの政策ですね、それから、来て

もらったときのベネフィットですね、どういう利点あるのか、利害関係があるのか

ということについて、現在考えをですね、まとめているところであります。 

 いずれにしましても、実は昨日消滅市町村で頑張っていくというようなことを言

いましたけれども、実は消滅市町村と言われながら、山江村は反対に過疎指定を外

れようとした例もあります。非常に統計のとり方によってそうなるということであ

りますので、ただ、人口減少ということは間違いありませんので、しっかりそうい

う仕事づくり、産業づくりも含めて、いろんな制度もですね、検討していきたいと

思っているところであります。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） よろしくお願いいたします。先ほど蕨野工業団地の話をされ

ましたけれども、企業誘致となりますと工業用地ですね、それも必要になるかと思

いますが、それに対しての今後の考えと、またＩＣＴ関係になりますと工場といい

ますか、小さなオフィスでですね、仕事ができるということで、空き家等を活用し

た誘致とか、そのへんの考えはないのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。蕨野工業団地につきまし

ては、今現在２筆ほどまだ用地が残っておりますので、そちらの動き次第で新たな

動きも検討をするべきかと思っております。 

 また、空き家を活用した企業誘致ということでございますが、民間、事業所のほ

うからそういった申し出があればですね、村としても協力したいと思っております。
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以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ありがとうございます。次に、Ｕターン対策として、給付型

奨学金についてとして通告しておりますが、Ｕターンとは、生まれ育った故郷から

離れて、都会などで進学、就職していた人が、再び故郷に戻って働くことを指すと

いうことだそうですが、村長が以前、奨学金を借りて高校大学を卒業して、地元に

帰り就職した場合は、奨学金の償還を免除するといったことも考える必要があるの

ではないかと言われたことを記憶しております。 

 ６日の新聞に高森町では、卒業後に町に住民票を置いて就業した期間は、返還を

免除するというようなことで、既に実施されているようであります。私もぜひその

ような文言をですね、山江村奨学金貸付条例に入れていただきたいと考えていると

ころですが、村長のお考えを聞かせていただければと思います。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは私の考えということでありますが、現在はですね、奨

学金の基金を６,０００万円ほど設けて、その基金の中で、高校生１万円、大学生

は３万円貸しています。現在残っているのが、今の基金の状況は５,９００万円あ

りますけど２,１００万円残っていますので、４,０００万円の運用をしながら奨学

金制度を設けているということであります。 

 ただ、この奨学金制度で卒業されて、それぞれの希望のところに就職されるわけ

でありますけれども、議員おっしゃるとおり、先般の議案審議のときだったと思い

ますけれども、私も将来的には山江村に帰ってきて、定住したら、その奨学金は返

さんでよかごとできんどかなあというようなことを申しました。と言いましたら、

そういうところもやっているところもあるというような話も議員の中からでました。

これだけですね、やっぱり若者の定住が、要するに山江中学校３０人から４０人出

て高校生卒業するわけです。山江に帰ってくるのは３、４人ですので、そういう状

況の中に、やはり一度外に、都会に出られた方が、しっかり山江に帰ってきてもら

うためのひとつの呼び水としてですね、その場合は奨学金の返還は要らないという

ような制度につきまして、前向きに検討していきたいと思っているところでありま

す。以上です。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ありがとうございます。企業誘致につきましては、県北地域

にはＴＳＭＣの進出で活気づいておりますが、県南では熊本都市圏へのヒト・カネ

の集中や、県南への交通アクセスの悪さが格差を生む要因だと言われております。 

 しかし、天草市では、物流や立地の面で不利となる製造業中心だった誘致戦略の
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見直しや、地元と進出企業をつなぐ活動に官民が連携して力を入れたことが奏功し

て、ＩＴ関連が中心で、３年で２５社の企業が進出したとありました。海と山では

環境や解放感が全然違いますが、人吉球磨一体となって企業誘致や農林水産業、商

工業に関連した雇用の場の創出を推進していただきたいと思います。 

 ２点目、アンケートの回収率についてお伺いいたします。それぞれの事業計画を

するために村民の意向、考えを聞く場合、アンケート調査を実施されますが、第６

次山江村振興計画後期基本計画、健康福祉課からは山江村健康増進計画、山江村障

害者障害者福祉、障害児童福祉計画、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の立派

な冊子の配布がありました。それぞれの計画に対してアンケート調査をされ、回収

率が報告されております。 

 その中で、第６次山江村振興計画前期事業計画では、回収率３２.１％、今回の

後期基本計画３３.２％、山江村健康増進計画の村民アンケート調査の回収率が３

３.１％となっております。どれも似通った回収率となっておりますが、健康増進

計画の小学５年生のアンケート調査のように、回収率１００％が一番いいわけであ

りますが、担当課において、それぞれの回収率についてどのような評価をされてい

るのかお伺いをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。第６次山江村総合振興計

画の策定に関して実施しましたアンケート調査の回収率でございますが、平成３１

年３月に策定しました第６次山江村総合振興計画のアンケート調査は、配布数１,

１９３件に対し有効回収表数が３８３件、回収率が３２.１％となります。 

 また、令和６年３月に策定しました第６次山江村総合振興計画後期基本計画のア

ンケート調査は、配布数１,１８９件に対し有効回収表数３９５件、回収率３３.

２％であります。回答率に関しましては、国の統計調査基準、許容誤差５％、信頼

度９５％で、５集団を１,０００とした場合に約２８０、２８％のサンプル数を参

考にした場合、おおむね評価できる回答率だと考えております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは２点目、山江村健康増進計画のアンケート回

収率の評価についてということでございます。このアンケートの回収につきまして

は、３パターンで行っておりますので、それぞれ申し上げます。一つ目は、無作為

に抽出しました本村在住の２０歳以上の方を対象に行ったアンケート調査でござい

ます。対象者数が８４０件に対しまして有効回答数が２７８件、有効回答率は３３.

１％､これは赤坂議員が申されたとおりかと思います。これについては、アンケー

ト調査の一般的な回収率でございまして、おおむね評価をするに値する回答率であ
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ったのではないかと考えております。 

 二つ目、これが小学生調査でございますが、本村の小学５年生４４名に対しまし

て実施させていただいております。４４名に対して有効回答数が４４件ということ

で、有効回答率が１００％となっております。 

 三つ目、ここでは中学生調査でございますが、山江中学校生徒、１年生から３年

生までの１２６名に対して実施させていただきました。１２６名に対し有効回答数

が１０７件、有効回答率が８４.９％となっております。 

 こちらの小学生及び中学生を対象といたしました調査につきましては、各学校の

ご協力もありまして、非常に高い回収率であり、十分に小中学校の児童生徒のご意

見を伺えるものになったと評価しております。 

 これを合計いたしますと、１,０１０件のアンケートに対しまして４２９件の有

効回答者数でございまして、４２.５％と非常に高い回収率となったところでござ

います。こちらにつきましては、非常に良い評価ができるのではないかと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） 今、各課の評価を伺いましたけど、国の評価では２８％あれ

ば十分に反映されているような形だそうですけれども、第６次山江村総合振興計画

後期基本計画では、アンケート回答者属性として、年代別に報告されていて、５０

代から８０代の回答率が８２％、２０代から４０代の回答率が１６％となっており

ます。このような山江村で全国、国とは違いますけど、小さな村で山江村振興の基

本となる総合振興計画の中に、バランスの取れた村民の意向、意見が反映されてい

るのかなと思うところであります。どちらもですね、今、良い評価をされていると

いうことでしたけれども、どちらも回収方法として郵便による回収となっておりま

すが、今後ですね、回収率を上げるために回収方法等を検討する考えはないのかお

伺いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 計画策定に当たってのアンケートの回収率ですが、鬼門はです

ね、その計画が本当に有用かどうか、アンケートを採った効果というのが、しっか

りその計画の中に反映されていると認められるかどうかということであろうかと思

います。 

 私もコンサルのほうにお伺いしましたら、通常３０％から４０％あるとそのアン

ケートの効果は認められ、要するに計画に反映できるというようなことであります

ので、私のほうからも申し添えておきます。 

 ただ議員おっしゃるとおり、数多くの村民の方々の意見を反映させる、そしてし
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っかりとした計画を作るということは、もちろん大事なことでありますので、でき

るだけ回収率を高めるための努力をしていくべきかと私も考えているところであり

ます。なお、そのやり方についてはそれぞれ課長のほうから答弁をしてもらいます。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。今回実施しましたアンケ

ートの徴収方法としましては、郵送による返信のほうを基本として、また一部直接

企画調整課のほうに持参されたものもございます。今回アンケートの趣旨としまし

ては、村づくりに対して家族の中で話し合っていただき、それをもとに回答してい

ただくということで、世帯ごとのアンケート調査となっております。以上でござい

ます。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） アンケートの徴収方法ということでございます。健康

増進計画につきましては、２パターンのアンケート調査を行っております。一つは、

先ほど申しました２０歳以上の方、無作為の８４０件を抽出しというものでござい

ますが、こちらは議員おっしゃるとおり紙ベースのアンケートで、郵送、そして返

信用封筒を同封いたしまして、返送または役場への持参による回答をお願いしたも

のでございます。 

 二つ目は、小学生調査及び中学生調査でございまして、こちらは学校を通じて案

内文を配布させていただき、回答についてはすべてウエブ回答による回答をお願い

し、調査をしたものでございます。 

 回答方法については以上でございますが、今年度また二つの計画を策定するに当

たりましては、紙ベースとウエブ回答、両方面で行いたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ありがとうございました。第５次ですけど、山江村総合振興

計画後期基本計画のアンケート調査の回収率は６９.７％となっており、調査方法

としては、区長を通じて配布、回収となっております。なるだけですね、回収率が

上がるような方法をですね、ご検討をお願いしたいと思います。 

 ３点目として、国営川辺川総合土地改良事業負担金の徴収状況についてとしてお

りますが、３月定例会の村長の行政報告の中で、川辺川土地改良区理事会の報告を

され、その理事会で滞納が発生し、その滞納について協議をしたという報告がなさ

れました。負担金については、令和５年度から山江村国営川辺川総合土地改良事業

負担金等徴収条例に基づき、担当課で受益者から徴収するということになっている

ところでありますが、負担金の額や償還方法を確認する国営事業負担金償還確認書
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について、全受益者からの確認書の徴収はできているのか、お伺いをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それでは、赤坂議員のご質問にお答えいたします。国

営川辺川総合土地改良事業につきましては、皆様ご承知のとおり、令和５年３月に

事業が完了し、令和５年度、令和５年４月から負担金の償還が始まりました。事業

完了に先立ち、各土地所有者の方へ負担額の周知と償還方法、これは規定の償還に

するのか繰上償還、一括で償還するのかの希望を確認する目的で、議員が申されま

した国営事業負担金償還確認書のほうを令和３年１０月、当時の対象者１４３名、

延べ２０２通を発送しております。 

 確認書の回収状況につきましては、２０２通中１５１通、回収率は７４.８％と

なっておりまして、この間届け出がない所有者に対しましては、催促状を送ったり、

連絡がつく方については電話等による勧奨を行っているところでございます。確認

書が提出されなかった所有者の方につきましては、規定の償還、１５年の償還で納

付する旨の事務処理を行っているというところで、全所有者について一応確認は行

っているというところでございます。しかしながら、回答が得られなかったところ

は、規定償還での事務処理をとらせていただいているというところでございます。

以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） 確認書については全部取れていないということでございます

けれども、これは基本であります。最後の確認ですかね、これだけ自分の負担金が

あるというのは本人さんの確認だと思いますので、その確認が取れていないという

ことはですね、何か問題があるかなと思いますので、ぜひ１００％というのをです

ね、不可能かもしれませんけどよろしくお願いしたいと思います。 

 １回目の償還が令和６年３月まででしたが、一括で納められる方、年賦償還でも

される方おられると思いますが、ただいまその確認書も１００％取れていないとい

うことでございますので、今の短期の償還状況ですね、そのへんについて状況はい

かがなのかお伺いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。先の議員のご質問ですけ

れども、負担金償還確認書につきましては、事前のお知らせというような文書も付

けておりますので、希望を必ず出してくれというものでもございませんでしたので、

申し添えさせていただきます。ですから土地所有者すべての方について、負担金の

当時の概算金額のほうはお示ししているところでございます。 

 また、令和５年度の負担金償還に係る通知の発送につきましては、事業完了後の
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事業金額の精査や国の事務処理のですね、若干の遅れによりまして、令和５年１２

月に関係６市町村同時期に負担金の納付書を発送しております。 

 令和５年度の償還予定額１,５７２万８,８０４円に対しまして、収納額は１,５

４７万５,１３８円となっておりまして、償還率は９８.３９％となっております。

未納の金額は２２万円ほどとなっております。納入されない方につきましては、２

０数名おられましたけれども、償還督促状や電話で連絡がつく方については、電話

による納付の勧奨等を行っているというような状況でございます。以上でございま

す。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） ありがとうございました。負担金の償還については、その対

象農地から収益を出して、その収益からですね、償還をしていくことが理想だと考

えますが、川辺川総合土地改良事業につきましては、計画から相当な期間が経ち、

受益者の高齢化、担い手不足、農業への意欲の低下、肥料、農薬、資材等の高騰な

ど、厳しい農業環境の中での負担金の償還で、厳しいものがあると思います。今後

区画整理、造成地についてはですね、各土地、水はけとか土質、傾斜がついている

畑地等、圃場ごとに違ってきますので、それぞれの農地に適した作物の選定、栽培

指導や農地の借り貸し等の手助けなど、受益者に応じた対応方をよろしくお願いい

たします。 

 最後になりますが、４点目として、特定外来生物の駆除についてとしております

が、万江の県道坂本人吉線では見かけませんが、山田の県道相良人吉線の道端や花

壇に、毎年５月から７月にかけて、今年も鮮やかな黄色の花をつけたオオキンケイ

ギクが咲いておりましたが、把握しておられるのかお伺いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、お答えいたします。議員申されるとおり、

オオキンケイギクは特定外来生物に指定されておりまして、熊本県におきましても

ホームページ等で駆除に関するお願いが掲載されているところでございます。村内

におきましてはすべてを把握しているわけではございませんけれども、村道や県道

沿いの法面、または河川敷の広場などで繁殖している箇所が数カ所あるかと思いま

す。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） 特定外来生物オオキンケイギクについては、今、課長が申さ

れましたように、熊本県のホームページにも、「オオキンケイギクを植えたり広げ

たりすることは禁止されております」ということで載っておりますが、なぜ特定外

来生物に指定されたのかとして、オオキンケイギクは、北米原産で強健で、冬グラ
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ウンドカバー、（地面を覆う効果）が高く、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑

化のために道路の法面などに利用されたり、ポット苗としても生産流通されたとい

うこと。しかし、あまりの強靱さのため、一度定着すると在来の野草を駆逐し、辺

りの景観を一変させてしまう性質を持っているということで、環境省で平成１８年

２月、特定外来生物に指定されたということです。草払いでも黄色いきれいな花と

いうことで、除草しないで残してあるところを見かけたりします。村民の方も駆除

の対象になる特定外来生物に指定されていることは、認識されている方が少ないの

ではないのかなと思っているところです。 

 今回も質問するに当たり、車の運転がてら気をつけて見ていますと、本当に村道

や田んぼの畦端、川端等いたる所に繁殖しております。今後ですね、対策が必要で

はないかと考えるところですが、そのへんについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それではお答えいたします。まさに議員申されるとお

りでございまして、オオキンケイギクにつきましては、その繁殖力の強さから、在

来の生態系に非常に悪影響を及ぼすということで、法律によって禁止をされている

ところでございます。村民の皆様にもですね、正しい駆除の仕方など、今後も継続

して周知していく必要があると考えているところです。これまでにも不定期ではご

ざいますが、村内の回覧、広報やまえ、山江村ケーブルテレビ、村のホームページ

などを活用しながらですね、情報をお伝えしたところですが、今後も引き続きです

ね、お伝えしてまいりたいと考えております。 

 また、先般、先ほどお話もあったとおりですね、先般の６月１日に行われました

除草作業の折にでございますが、除草してくださった地区もあるようでございます。

地域の除草作業の活動の機会も活用いただきながらですね、また方法については適

正な方法で駆除していただく必要がございますので、区長様、区長代理様を通じて、

今後も引き続きお願いをしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 赤坂修議員。 

○５番（赤坂 修議員） よろしくお願いいたします。昭和４０年代にセイタカアワダ

チソウが戦後の減反政策によって休耕田となったときに、今まで見たことのない外

来種の大きな草が突然大量に生えてきたということと、当時は気管支喘息や花粉症

の元凶だと誤解されていたことも一因となって、社会問題になったことを覚えてい

ますが、今でもセイタカアワダチソウについては、１年放っておきますと刈払い機

の歯も立たないような状況になります。 

 しかしですね、このやっかい者のセイタカアワダチソウを産山村の女性グループ

がハーブティーの原料にして地域おこしをしているということで、１月１日の新聞
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に載っておりました。私はびっくりしましたが、オオキンケイギクはセイタカアワ

ダチソウと違って、黄色いきれいな花を咲かせることで勢力拡大を進めております。

県道２路線ありますが、５、６年前、県道の維持管理を受注している建設会社に、

振興局の指示でオオキンケイギクの駆除の依頼があり、２年続けて駆除を行ったと

いうことは聞いておりますが、県道においてはわずか３、４年で繁殖したことにな

ります。 

 この駆除の方法については、刈るんじゃなくして根までとって地中に埋めるとい

うような処理をされたそうであります。今後もですね、今、課長が言われたように、

広報紙やケーブルテレビでの啓発や、環境美化運動がありますので、その日に併せ

てですね、何らかの対策、啓発をお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） 次に、２番、北田愛介議員より、１．農業振興について、２．

防災対策についての通告が出ております。 

 北田愛介議員の質問を許します。北田愛介議員。 

 

北田愛介議員の一般質問 

 

○２番（北田愛介議員） ただいま議長のご許可をいただきましたので、２番議員、北

田が一般質問を行います。今回は農業振興についてと防災対策についての２点を通

告いたしております。通告書に従い質問を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず第１点目の農業振興についてでございますが、今回は畜産農家の現状と課題

について、さらには畜産農協の合併による農家への影響と畜産農家の支援策などに

ついて、畜産振興全体について伺いたいと思っております。 

 まず、畜産農家の現状でございます。以前は村内の多くの農家には、肉用牛や乳

牛が飼育されており、畜産業は村の大きな産業でありました。現在は畜産農家も減

少し、先日の山江村肉用牛振興会、現在では山江村畜産会となっておりますが、そ

の総会の資料を見てみますと、会員がですね、２８戸と報告されておりました。 

 そこで本村における畜産農家の戸数と、飼育頭数等の推移、山江村が一番畜産農

家が多く飼育されていた時期のデータ等もございましたら、それも含めて答弁をお

願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それでは北田議員のご質問にお答えいたします。 

 畜産農家の現状ということでございますけれども、まず、生産されている戸数に
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つきましては、議員も申されましたとおり、昭和の当時はですね、私の父方、母方

のどちらの実家も牛を飼っておりましたし、母方の実家は養豚もしていたというこ

とで、小さいころは牛や豚に接することも多く、また、夕方とか早朝はですね、牛

を散歩、道路をですね、牛を散歩されたりという姿もよく見かけましたけれども、

最近はそういう姿も全く見かけないということになっております。 

 当時の詳しいデータがなかなか見つからないということでございまして、私がち

ょっと見つけました一番新しいといいますか、一番古いデータが平成になってから

なんですけれども、平成８年では畜産農家は９６戸ございます。乳牛の農家は１１

戸あるということで、９６戸のうち２１０頭の牛を飼育されていたと。乳牛につき

ましては１１戸の方が２３６頭飼育されていたということとなっております。その

後年々減少いたしまして、議員が申されました肉用牛の戸数につきましては、資料

で２８戸となっておりましたが、私が持っている資料では一応３０戸ということで

させてもらっております。肉用牛の戸数は３０戸、飼育頭数は２６３頭ということ

ですので、若干１戸当たりの飼育頭数は増えているということでございますけれど

も、戸数は３分の１ほどに減少しているということでございます。 

 また乳用牛につきましては３戸ということで、当時からすると約４分の１、３９

頭の飼育をされていますので、当時からすると８分の１ぐらいに減少しているとい

うことで、なかかですね、高齢化、担い手の不足ということで、減少傾向にあるの

かなと考えているようなところが現在の畜産農家の現状でございます。以上でござ

います。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） やはり子牛の頭数とかですね、農家、頭数は若干増えている、

肉用牛についてはですね、ということで、戸数は３分の１ぐらいになっているよう

でございます。やはりなかなかですね、今、課長申されましたように、後継者不足、

高齢化ということがございます。非常に畜産農家を取り巻く現状というのも非常に

厳しくなっていると思っております。 

 次にですね、子牛価格の状況です。令和４年度と令和５年度の山江村の子牛販売

実績についてということで、総会資料では、令和４年度が１１２頭で６,９３４万

９,５００円、令和５年度が約１１３頭で５,９８０万３,７００円と報告されてお

ります。頭数的には令和５年度が１頭多いのですが、価格は総額で９５６万５,８

００円、約１,０００万円近く減少しております。そこで、ここ数年のですね、子

牛か価格の変動の状況、推移について答弁をお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。まず子牛の価格の推移で
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すけれども、山江村の平均価格を申し上げたいと思います。令和３年の平均価格が、

これ雌牛と去勢を合わせた金額ですけれども、７５万４,９３２円、令和４年が６

２万１,８０３円、令和５年が５６万２,４７４円、令和６年、これは１月、３月、

５月の競り市の状況ですけれども、平均が５３万５,０００円ということで、申し

ましたとおり年々下がってきているということでございます。ちなみに一番高い年

はですね、平成２８年ということで、平成２８年はこの平均価格が８５万５,８１

７円あったということでございます。 

 議員が申されました子牛の肉用牛の売上の価格と売上高ということですけれども、

議員が申されましたのは令和４年と令和５年となっておりますが、令和元年が７,

３９０万７６０円ということで、これも令和５年と比較しましても１,４００万円

ほど高くなっているという状況でございます。一番高い年につきましては、やはり

平成２８年ということで、１１１頭出荷されまして、８,８７９万６,５２０円、令

和５年と比較しますと約２,９００万円ほど高いということで、出荷頭数はほとん

ど変わらないのに売上価格でいきますと２,９００万円高いというような状況で

年々出荷価格が減少しているのと、併せて、社会情勢によりまして経費のほうが増

大しているということで、畜産農家の方の経営は非常に厳しいものではないかと推

察している状況でございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） ただいま答弁いただきましたようにですね、子牛の価格、や

はりかなり下がっているようでございます。これはいろいろな世の中の景気の状況

もありますし、社会要因というような、非常に価格の変動に影響を与えるというよ

うな状況であろうかと思っております。 

 また、総会のほうではですね、規約の変更などがされておりまして、山江村の肉

用牛振興会の名称もですね、山江村畜産会へ変更するなどのほか、経費の条項では

新たに熊本県畜産農業組合が農業組合からの負担金、これは競り、出荷時に１頭当

たり１,０００円を会から徴収し、負担金に充てるという条項が追加されておりま

す。これは県内の畜産農協の合併により、競り出荷時に負担金が生じるものである

と思っておりますけれども、このほか合併によりですね、２年後には競り市の会場

が、現在の錦町から大津町に移るということになっているようでございます。そう

なりますと大津市場までのですね、輸送費用も新たに発生することになります。 

 さらに農家の方に話を伺いましたら、運搬によるストレスで牛の体重もですね、

１０キロも減るというというような、落ちるというようなことを言っておられまし

て、体重の減少は子牛の価格に大きく影響するということで心配されておりました。 

 そこでですね、畜産農協の合併による農家への影響をですね、どのように想定さ
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れているのかお伺いをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。畜産農協の合併による影

響ということでございますけれども、私も畜産農家の方に、合併して今のところ２

カ月ほどしか経っておりませんけれども、どんな影響がありますかということは、

会合で会ったときとかですね、この前の競り、子牛品評会のときもお伺いいたしま

した。農家の方、今のところはですね、合併による影響はないということですけれ

ども、議員が申されましたとおり、２年後市場のほうが錦町から熊本市場のほうに

完全移行になった場合には、議員が申されましたような牛のストレスとかですね、

体重が減ったりとか、移送費の問題とかを契機に、もう２年後には廃業しようかな

あというようなことを言われる農家の方もいらっしゃいます。 

 そういったことをかんがみまして、これからですね、今のところ２年間猶予がご

ざいますので、畜産農家の方としっかり話し合いながら、何かしら対策を講じてい

かなければならないと思っておりますし、安易に市場が移ったから廃業するという

ようなことはですね、ならないようなこちらのほうもアドバイスや働き掛けのほう

をしていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） 畜産農家にとってはですね、子牛の価格の下落とあいまって、

飼料や資材の高騰、さらには新しい新たな負担とかですね、そういうものがのしか

かっておりまして、今、課長が答弁されましたようにですね、私も農家の方にお伺

いしましたら、やはり２年先なのでまだ今のところは具体的なあれがわからないと

いうことでございますけれども、畜産はやめてしまおうかなということもとにかく

お聞きいたしました。 

 それで、さらなる支援が必要ではないかと思っておりますけれども、山江村にお

いてはですね、畜産費を項目立てで予算計上して農家を支援されておりますが、畜

産農家の支援策などですね、今後の畜産振興をどのように考えておられるか、畜産

振興をどのように図られるか答弁をお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。支援につきましては、以

前も答弁しておりますけれども、地方創生交付金を活用しまして、畜産農家の方に

親牛２万円、子牛１万円という支援をまず大々的にさせていただいております。そ

のほかにも村長の行政報告にもありましたとおり、保留牛の奨励のですね、貸付金

の奨励金の交付や導入に対しましての貸付金の交付など、よそにはないような支援

も行っているところでございます。 
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 また、畜産農家の方、先ほどからありました市場の合併につきましても、移送費

の問題等々もございますので、そのような支援策も講じなければならないと担当課

では考えておりますけれども、畜産農家の方々へは、山江村畜産会でできれば要望

をあげていただきたいと。個人個人ではなくて畜産会として、畜産業界全体として

要望をあげていただきたいということで私たちも申し上げておりますし、村長も折

に触れ畜産農家の方にはそのようなことを話しておられているところでございます。

県支援のみならず競り市のですね、完全移行後の課題とかも見えてくると思います

ので、そのようなこともしっかり考えるということで、村長からも指示もいただい

ておりますので、支援策については随時考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） ただいまですね、答弁いただきましたように、村の基幹産業

である畜産業の振興につきましてもしっかりと支援していただくものと考えており

ます。畜産農協の合併により、農家の方々はいろいろな不安を抱えておられます。

ただいま答弁いただきましたように、畜産会とですね、よく協議をしていただきな

がら、なるべくですね、この畜産業をやめてしまうという方がいらっしゃらないよ

うにですね、農家の支援をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、防災対策についての質問でございます。今回、山田川上流域のですね、防

災対策についてということで通告いたしております。今年は例年よりですね、梅雨

入りが遅れているようでありますけれども、これから大雨台風シーズンを迎えます。

本村においては、先日防災連絡会議を開催され、各関係機関による防災対策が確認

されたものと思っております。また、令和２年７月豪雨災害から４年目を迎えよう

としておりますが、村内では関係機関のご努力により、災害復旧が進んでいること

に感謝を申し上げるところでございます。 

 特に万江地域におきましては、全国初として熊本県が万江川土砂洪水氾濫対策事

業を令和４年度から１３年度までの１０年間、５８億円を投じて事業を実施すると

いうことでございます。総額ではもっと大きな金額になるようでございますけれど

も、一日も早い完了を望むところでございます。 

 一方山田地区におきましては、長く通行止めが続いておりました番慶下払線の道

路復旧や、山田川のですね、堆積土砂の撤去などが進んでいるところでございます。

しかし、上流部の尾崎地区には、多くの倒木が河川に横たわっております。私も現

地を見てきましたけれども、また、そのときに地域の方々にお会いしましてですね、

お話を聞きました。川の流れがせき止められ、さらに大きな被害が下流域に発生し
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ないか不安と思っておられました。また、この地域は河川と道路の高低差もあまり

なく、人家もですね、すぐ近くにございます。また、地元の方もですね、山林所有

者で撤去しなければならないということを言われているけれども、重機などが必要

でですね、多額の費用がかかり、個人では対応できない状況だと話しておられまし

た。 

 この件につきましては、以前にも１回質問があっておりますし、地元からも要望

があがっていると思いますけれども、その後どのように対応されたのか、答弁をお

願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。水害や台風など、自然災害に

よります山林などからの河川内の倒木の処理につきましては、山江村のみならずど

の自治体も当面の課題ではないかと考えております。 

 本村の山田川におきましては、中流域から下流域にかけましては県管理河川で、

尾崎地区を流れる上流域につきましては村管理河川でございます。その河川の状況

を確認しますと、確かに議員申されましたとおり、山林からの倒木が見受けられる

箇所が複数ございました。ほとんどが人工的に植林されたスギやヒノキの倒木であ

ったかと思います。これまで村としましては、私有地内の樹木は個人の財産でもあ

るというようなことから、所有者による倒木処理をお願いしてきたところでござい

ます。 

 倒木処理の要望に関しましては、平成３０年１０月頃に尾崎地区から、台風によ

り同地区河川左岸側の流木が河川内に倒れてきており、放置すると降雨時に河川が

氾濫し、地区に被害を及ぼす恐れがあり、所有者が高齢で対応できない状況である

ため、村で処理を対応してほしい旨の村道等支障木伐採申請書が提出されているこ

とを確認しております。基本的には所有者での処理になることや、緊急性、公益性

などを考慮した上で、村での対応はできない旨の回答がなされているところでござ

います。 

 ただ、令和５年度に採石場付近の上流、右岸側山林からの倒木が河川を塞いでお

り、放置しておくと災害発生につながる恐れがあり、緊急性があると判断いたしま

して、河川管理者の村で対応した経緯はございます。河川内の倒木処理につきまし

ては、多額の経費が見込まれますので、引き続き調査等を行いながら、国・県の補

助制度や該当する地方債などはないかなど、対応策を検討していきたいと考えてお

ります。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） 今後の対応策ということでお聞きしようと思いましたけれど
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も、今、答弁をいただいたということでですね、今後関係機関といろいろと協議し

ながらですね、進めていただきたいと思います。山江村ではですね、鎮山親水、そ

れに県のほうでは緑の復旧・復興といいますか、そういったことで進めておられま

す。山林の荒廃がこの災害を大きくしたということは、皆様もご存じであると思い

ますので、やはり災害リスクがそこにありますので、現状では山林所有者は対応で

きないということで、今後ですね、大きな災害にならないようにですね、何らかの

対応は必要じゃないかと思いますので、現状十分わかっておられると思いますので、

地元の不安を取り除いていただければと思っているところでございます。 

 それからですね、最後の質問ですけれども、同じ尾崎地区には、令和２年豪雨災

害時に被災した砂防や治山の施設がございます。令和２年１１月７日にですね、山

江村災害検証及び復興計画策定委員会による現地調査時にもですね、確認しており

ます。当時立ち会っていただきました地域の方々からもですね、堰堤が決壊したり、

詰まって被害がでたとの証言が、復興計画報告書のほうにも記載されております。 

 そこでですね、この地域の被災箇所の復旧状況がですね、どのようになっている

のか答弁をお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。議員がお尋ねになられて

いる施設につきましては、山田戊字の前岡というところにあります。昭和２７年に

熊本県の治山事業として整備された谷止工のことだと思っております。復興計画の

策定の際にですね、復興計画の策定委員の方々、議会議員の方や村執行部、関係機

関で調査を行っていることは承知をしておりますし、地元の方からもですね、大変

だったというお声を聞いたのも私も現地におりましたので記憶をしているところで

ございます。 

 熊本県にもですね、確認を行っておりますが、現時点では、当時昭和２７年の建

設だったということもありまして、地目変更の事務や現状の県道等の形状も変わっ

ておりますので、現状に沿った工法の検討などに期間を要していると伺っておりま

す。村といたしましても協力できる事務、地目変更の事務などですね、それらのこ

とで協力できる事務があれば、積極的に行いながら、早期の復旧に向けて要望を引

き続き行っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（森田俊介議員） 北田愛介議員。 

○２番（北田愛介議員） やはり当時のままですね、手が付けられていないような箇所

もあるようでございまして、先ほど申しましたように鎮山親水、それから県の事業

等もですね、いろいろとあるようでございます。また、先ほど申しました流木等の

倒木等の片付けはですね、撤去については、復興基金なども使えるんじゃないかな
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と今、考えているところでございます。地元の方々は出水期を控えまして非常に心

配しておられますので、先ほど申されましたように県なんかのですね、要望等も行

っていただきながら、関連機関と連携してですね、災害リスクを取り除いていただ

きまして、安心して住める地域をつくっていただきたいと思っております。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、１番、白川俊博議員より、１．特産品の振興について、２．学校給食の地

産地消について、３．上水道施設の現状についての通告が出ております。 

 白川俊博議員の質問を許します。白川俊博議員。 

 

白川俊博議員の一般質問 

 

○１番（白川俊博議員） 議長より発言の許可をいただきましたので、１番議員、白川

が質問いたします。 

 内容は、特産品の振興について、そして学校給食の地産地消について、最後に上

水道施設の現状についての３点通告しておりますので、ご対応のほどよろしくお願

いいたします。 

 それでは、通告書に従いまして、まず１点目、特産品の振興について質問いたし

ます。本村の特産品となっているやまえ栗は、ご承知のとおり昭和５２年に献上栗

として選ばれるほど品質、量とも、熊本県内はもとより大阪や東京市場でも評価を

受けていた栗でありましたが、当時集荷、出荷など取り扱っていた農協の合併によ

り、やまえ栗から球磨栗へと取り引きがなされておりました。その後、栗生産農家

の方々の努力、ご尽力により、以前のやまえ栗の名声を徐々に復活させ、さらに本

村は村民への意識向上を図るため、栗まつりなど村づくりの核となる観光資源など

へも結び付けていて、平成２８年にはやまえ栗条例を制定し、村の宝と位置づけて

おります。 
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 しかしながら、本村の主要産業である農林業へ携わる人も年々高齢化し、栗生産

農家においても同様に環境を取り巻く方々も減少しているようであります。栗栽培

については、施肥、剪定、草刈り、収穫と年間を通して作業が必要であり、従事す

る高齢者へも負担となり、特に夏場の除草作業には、暑さも影響し重労働となって

いる現状でございます。栽培地も以前は山林の木々を伐根し、栗園とされていたと

ころもありましたが、農作業の生産形態も変化し、荒廃地を整備したり、畑農地を

栗園にしたりして、管理しやすいよう栽培されている農家もあるようでございます。

しかしながら、近年は鳥獣害の被害等も年々増加しているようで、なかなか生産量

も増えない状況かと思います。 

 そこでお尋ねいたしますけれども、近年の栽培面積、出荷量の推移をお伺いしま

す。最近は村外からの臨時の集荷場を設けられ、現金での取り引き等もあられるよ

うで、正確な数値は出ないかもしれませんけれども、把握している範囲で結構です

のでお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それでは白川議員のご質問にお答えいたします。 

 特産品の栗の栽培面積と出荷量の推移ということでございますけれども、栽培面

積につきましては、米のような経営計画書を毎年提出していただくというようなこ

とはしておりませんので、詳しい面積が把握できていない状況でございます。近年

は１２０ヘクタールと話しておりますけれども、耕作放棄地があったり、新植など

をされて増えたりと増減があっているかと思いますけれども、そのようなことを調

査するうえで、あとからの質問にもあろうかと思いますけど、そのようなことも調

査をしていきたいと考えております。 

 次に、出荷量の推移ですが、議員が申されました歴史の中でですね、いろいろご

ざいまして、昭和６１年に４１０トン、これが山江村での最盛期の量だとデータの

ほうが残っております。その後徐々に生産量減少いたしまして、平成１１年に２３

７トン、これを境に平成１２年以降は２００トンを割り込むというようなことにな

っております。近年は１２０トン程度で推移をしておりますけれども、令和４年が

ちょうど１２０トン、令和５年は７５トンということで村のほうでは集計をしてお

ります。 

 このほか、議員が申されました買い付け業者とかですね、自己流通もございます

ので、これより１割から１割５分ほどは生産量はあるのかなと考えておりますけれ

ども、村で把握しているデータは、令和５年は７５トンというような状況でござい

ます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 
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○１番（白川俊博議員） 以前の集荷よりも年々減っているということで、把握できる

範囲で正確ではないということでございましたけれども、面積は変わらないようで

ございます。生産農家の方々もですね、今、答弁がありましたように、個別企業へ

も出荷されているようでなかなか数量がつかめないと、おおむね本村の推移状況は

確認できたかなと思っているところでございます。 

 本村の果樹振興については、栗の生産に関しては、品質の向上、生産量の増加な

ど多収性、高収益を目指して、特殊産物振興事業を展開されておりますが、その栽

培に関しての果樹振興推進対策として、幾つかの助成事業が実施されているところ

でございます。その補助内容をお尋ねいたします。対象農家戸数や助成内容など、

数値がわかりましたらお願いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。特産品の栗に関しまして

は、様々な特色ある支援を行っているところでございます。項目がいくつかござい

まして、ちょっと答弁が長くなるかもしれませんけどご容赦いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 まず、苗木の購入に対する補助でございます。これは苗木を新植する際に、１０

本以上買われた方にですね、買われた購入金額の８割以内の中で補助するものでご

ざいます。令和５年は申請者４５名、買われた本数が２,１４３本、補助額が１５

３万８,０００円となっております。 

 続きまして、土壌改良も必要だということで、肥料購入の補助も行っております。

こちらは栗に特化した肥料につきまして補助を行っているということで、購入され

ました経費の８割以内、上限２万円ということで補助をさせていただいております。

令和５年実績といたしまして、申請者が６５名、７７７袋、補助額が１３５万６,

０００円となっております。 

 続きまして、近年問題となっております有害鳥獣対策ということで、有害鳥獣対

策施設の整備ということで、有害鳥獣防止対策の資材等の購入に対する補助という

ことで、上限２０万円で８割以内を補助をいたしております。申請者が６名、延長

が１,１８０メートル、補助額が５５万１,０００円ということになっております。

耕作放棄地の再生及び防止ということで、刈払いや整地、作業路整備等の経費とい

うことで、７割以内を補助するようにしておりますけれども、こちらは実績はござ

いませんでした。 

 次に、栗の生産が終わったあとの剪定作業等に対する補助ということで、栗技術

指導員の派遣に対する補助でございます。剪定作業に対する経費ということで、栗

剪定作業員にですね、時給１,２５０円を支払っておりますけれども、村のほうが
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７６％、９５０円を補助しております。ですので農家の方は３００円を負担してい

ただくということで、合わせて１,２５０円を栗技術指導員のほうにお支払いして

いるということです。実績は令和５年、申請者が５２名、剪定されました面積が１

９.１７ヘクタール、補助額が１９６万９,７３１円となっております。本年度から

米に続きまして栗へのですね、ドローンの防除も行うということで、これは当初予

算で補助をお認めいただいておりますけれども、ドローン防除実施または委託に関

する経費ということで、反当たり３,０００円で２分の１の補助をするということ

でございまして、令和６年の申請件数が１８名、約１０ヘクタールの申請があって

いるということで、これは８月になってからドローンの補助を本年度行うというこ

とで、様子見ということもありますでしょうけど、ドローンの防除が始まる際には、

栗生産者の方へ周知をし、ご覧いただいてですね、次年度以降検討いただいて、品

質の高い栗の生産に努めていただくように募集をかけていきたいなと考えていると

ころでございます。 

 以上が補助の一覧となっております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） ただいま回答いただきました。毎年のように助成事業の中で

各種のですね、補助を行っていただいております。気候や天候によりまして成育が

思うように進まず、栗の成木も途中で枯れたりします。苗木の購入や肥料補助など、

生産農家にはありがたく、また近年では鳥獣被害も多く発生しておりますので、今

後も引き続き対応をお願いしたいものです。 

 さらに、現在も対応いただいておりますけれども、剪定班による栗の剪定補助、

接ぎ木の講習なども品質向上、収量増にもつながりますので、これにつきましても

ぜひ続けていただきたいものでございます。 

 先の３月議会臨時会でも報告がありましたけれども、やまえ栗が地理的表示、Ｇ

Ｉ保護制度に登録されました。このことは特産のやまえ栗がさらなるブランディン

グに向け弾みがつき、栗生産農家はもとより、本村の活性化に向けた取り組みが展

開されることを期待するものでございます。この件に関しては広報やまえ５月号に

て詳しく紹介されている記事が掲載されております。今後はそのＧＩ保護制度を活

用し、利益の保護などブランドを守り、産品の知名度アップを生産、増産、収益の

増収を目指すことが期待されますが、何より生産者の意識の向上が必要と思われま

す。 

 そのような中で、今年度より村内の栗生産農家を対象に実態調査を行う委託料が

計上されておりますが、その調査委託の内容についてお伺いいたします。 

 これにつきましては、３月議会定例会での当初予算質疑の中で答弁が行われまし
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たが、再度の質疑、答弁となりますけれども、村民や栗生産の方々も関心があると

思われますので、内容に調査台帳など整備するのか、いつごろから実施されるのか、

現時点でわかる範囲で結構ですのでお尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。栗生産の実態調査の内容

ということでございますけれども、先ほどからご質問もあっております栽培面積１

２０ヘクタール、また、栗の生産戸数が１９４戸とこちらでは把握しているんです

が、データの整理がなされていないということで、はたして現状にですね、その面

積があるのか、その数の戸数の方が栗生産をされているのかということを係り内で

話し合ってですね、これ１回どうにかして整理をせんと、ＧＩ登録認証とかですね、

そういった受けた中で、今後栗生産を拡大するために何かしらの対策を講じなけれ

ばならない中で、やはりデータを１回整理したほうがいいだろうということで、実

態調査をするということで議会のほうにお諮りして予算をお認めいただいたところ

でございます。 

 まず調査につきましては、各地区におられます栗生産向上推進員の方と役場の担

当係のほうで一緒にまわりながら調査をしていきたいと考えております。元データ

は栗の基礎データであります１２０ヘクタールを、データをもとにしながら各地区

をまわってですね、はたしてそのデータのところに今の現状が栗は植えてあるのか、

耕作放棄地であるのか、はたまた新植がしてある場所があるのかとかですね。また、

先ほど申しました補助の内容で、苗木が植えてあるのか、植えてあればどれぐらい

の年数が経っているのかですね、そういったことをまず調べていきながら、データ

に落とし込んでいきたいなと考えているところでございます。 

 また、そのようなデータを基にですね、今後の山江村の補助のあり方、栗生産の

拡大の体制づくり、また村長も申しておられますけれども、水田活用のですね、栗、

そういった園地を探しながらということも考えながら、今年度行います地域計画と

連動しながら、この生産実態調査のほうを行っていきたいなと考えているところで

ございます。時期につきましては、生産向上推進員の方、農繁期で今からだいぶん

忙しいということもありますので、栗の生産が終わったあとぐらいにまわっていき

たいなと考えておりますし、担当も複数おりますので、複数地区を一挙にできると

いうこともありますので、栗生産の時期が終わったあとに実施したいなと考えてお

りますので、またその際には農家の方にも周知したいと思いますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） 今、回答いただきました。今回の調査が直接生産の質や向上
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にすぐにつながり、結果が出ることはないと思いますけれども、ＧＩ保護制度の登

録にあわせた調査と絡み、生産者へも栗の生産意欲へとやる気も生まれるかと思い

ます。若い生産者、ひいては新規就農者の増加、そして取引価格の上昇へと期待が

高まることを望むところでございます。 

 これは先日新聞報道で、県内の自治体も栗の生産について課題把握へ、栽培農家

を調査するという記事もありました。生産者の高齢化が進む中、課題等は同じかと

思われます。お互いの情報を共有し、参考になる部分は調査へ反映されるのもよい

のではないかと思っているところでございます。 

 先ほどの質問で答弁いただきましたが、現在の栗生産に関しましては、特用林産

振興事業の中で、その栽培に関しての果樹振興推進対策として、いくつかの助成事

業が実施されておりますが、ＧＩ保護制度で登録され、品質、生産量の向上に向け、

各生産者が取り組まなければなりませんけれども、現在の補助制度の内容は、予算

内での補助率、上限枠が定められておりますが、例えば、事業補助などは、面積が

広大な生産者へは面積や出荷量に応じた助成など、今後補助の拡大や新しい補助内

容など検討されていないかお伺いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 松尾産業振興課長。 

○産業振興課長（松尾充章君） それではお答えいたします。令和６年３月２７日にや

まえ栗がＧＩの認定を受けたことに伴いまして、やまえ栗の今後の利用価値、また

ブランド化、販売促進等につながるということで、生産量の拡大も求められるとい

うことでございます。生産量の拡大を求められるということは、栗の面積を増やす

かですね、栗の反当たりの反収を増やしていくかというようなことが考えられます

ので、これまでの補助制度、以前は３カ年計画で補助制度の拡大を行って、増産体

制を図ったというところでございますが、先般会議を行いました先ほども言いまし

たやまえ栗生産向上推進委員会の中でも、委員の方からですね、補助や補助制度の

あり方について、意見や要望を伺っておりますし、村長からも補助制度のあり方に

ついて見直したりですね、拡大したりするなどのことを調査しろというような指示

も受けておりますので、補助体制については今、検討している段階でございます。

以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 大項目の特産品の振興ということで、やまえ栗をどうしていく

んだというような、大枠の中での質問をやり取りさせてもらっているところであり

ます。山江の栗の状況というか立場というか、ということでありますけれども、山

江でですね、一番生産高が上がるのが米でありました。これが２億円弱、その次に

栗が１億円程度、３番目が先ほど質問にありました畜産、今年は６,０００万円と



－ 67 － 

いうことがでておりますけれども、その三つの大きなやっぱり生産品目があるわけ

であります。特に栗は、今年７５トンということで１キロ１,０００円で売れて７,

５００万円というようなことなんですけれども、ただ、加工を入れますとですね、

２億円を超える山江村の一大産業になってきております。 

 いわゆる栗、米、加工を入れてですね、栗、米、畜産という産業構造になってい

るところであります。栗条例も作りまして、栗生産農家の方は品質と増産をお願い

します。１２０ヘクタールありますから、１反当たり１００キロ採れば１２０トン

は確実に採れます。何とか２００キロにして２４０トンを目指しましょうというよ

うなことを言っているところでありますし、そのために栗条例を作りましたのはで

すね、そういうことをお願いすると同時に、役場としては生産農家に対してしっか

り支援をしなさいと条例でうたってございます。 

 現在、５１９万円程度の助成、栗生産農家への助成を行っているということであ

りますけれども、今回ＧＩを取得したということ、取得したというか認定登録され

たということでありますので、さらに品質向上と増産をされる中で、これを２億円

を超える産業をですね、もっともっと大きくしていくということが、やっぱり栗生

産農家の方々、やまえ堂では３０名近い雇用がありますし、物産館でも１０名近い

雇用をしているところでありますし、この雇用と活性化にもつながっていくという

ことでありますので、そういうことをしっかりと考えながら、このＧＩを活用しな

がらですね、さらなる栗の振興に結び付けていけたらと考えているところでありま

すので、諸々と今、このＧＩをどのようにＰＲしていったら、生産者の方々の意欲

向上につながるのか、また、売上の向上につながるのかということをしっかり戦略

を立てながらですね、取り組んでいければと思っておりますので、今後ともよろし

くご理解とご協力かたお願いしたいと思います。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） いろいろ検討されているということでございます。なかなか

圃場を拡大しても生産者の意識が向上しなければ、品質、生産量とも向上しないと

思われます。物価高騰の中で少しでも負担軽減となるような対応を願えればと思い

ます。また、今年度取り組まれている調査からも栗生産農家の意欲等を参考にされ、

さらに栗振興協議会でも協議検討されて、新しいやまえ栗のブランディング化の取

り組みを進めていただきたいものでございます。再度のご検討のほどよろしくお願

いいたします。 

 それでは、次に学校給食の地産地消についてということで通告しておりますので、

質問させていただきます。 

 本村は、学校給食への食材を山江産の地域内で利用する取り組みを行っており、
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いわゆる地産地消化を進めておりますが、この取り組みについては、村内の農家か

ら直接仕入れられ、生産している農家にとって、安定的な出荷となり、村内農家の

農業生産への量、品質向上にも少なからず影響しているのではないかと思っており

ます。また実際に給食で食べる児童生徒たちも新鮮で身近な山江産の食材を口にし

ていることから、農産物への地産地消の関心を持ち、さらに食材への意識も高まっ

ているのではないでしょうか。 

 この学校給食食材の自給率は、広報やまえの地産地消推進だよりで毎回掲載され、

食品別に総仕入れ数、そのうちの山江産を使用する地場産率も月ごとの推移も見や

すくグラフで紹介されております。作物ごとの使用料も総仕入れ数と山江産の比較

も見やすく提示をされております。給食の献立により、使用する食品を多様にわた

り仕入れられ、山江村で栽培されていない食品等もあり、また季節やその作物の収

穫時期などから、山江産でないものもあると思われます。その食品のうち、給食の

主食となっている米飯、ご飯の米の仕入れ数量も多く山江産と掲載されております。 

 そこでお尋ねしますけれども、主食となる米食の米の仕入れ数量の近年の年間の

仕入れ数の推移をお尋ねします。また、差し支えなければ仕入れ先、どこからか、

情報等の問題でお答えできなければ、村内か村外かだけでも結構ですので、併せて

お尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 一二三教育課長。 

○教育課長（一二三信幸君） それではお答えいたします。まず米の仕入れ数量につい

てですけれども、直近５年間の推移をご説明いたします。令和元年度が３,９１５

キログラム、令和２年度が４,１６０キログラム、令和３年度が４,３７０キログラ

ム、令和４年度が４,２１０キログラム、令和５年度が４,０９０キログラムとなっ

ております。 

 次に、米の仕入れ先についてですけれども、令和元年度から令和４年度までは村

内の業者から、令和５年度につきましては村外の業者から仕入れております。以上

です。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） ただいまお答えいただきました主食となるお米の仕入れ数の

推移、児童生徒も年々少なくなっておりますことから、米の仕入れも減少している

ようでございます。年間を通して使用料も多いようですので、村内の米生産農家も

給食への山江産を使用していただくことについては、ありがたく思っているところ

でございます。 

 しかしながら、先ほど答弁にありましたけれども、令和５年度は村外の業者から

山江産を使用しているということで、内容については地場産ということで、１０
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０％山江産となるわけですけれども、その仕入れ先を決められた理由、恐らく競争

入札で対応されたと思いますが、その経緯、いつごろから取り組まれたのかお尋ね

いたします。 

○議長（森田俊介議員） 一二三教育課長。 

○教育課長（一二三信幸君） それではお答えいたします。仕入れ先の決定方法につき

ましては、平成２８年度から平成３０年度につきましては、山江村地産地消学校給

食コーディネーターにより、村内の農家等から仕入れておりました。令和元年度か

らは、村内の業者等と、それまで納入されていた業者による見積もりによる入札を

行い決定をしているところです。なお、議員申されますように、学校給食食材の地

産地消推進の観点から、仕様書のほうで納品する米については山江産の米とすると

しているところでございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） 見積入札により決定したということで、確かに財政負担を少

しでも軽減した公平公正に実施される見積もりを活用されることは、財政運営にも

つながります。今、課長のほうからもありましたけれども、山江産を使用しての地

産地消、山江産での地産地消の推進に取り組みとなっているわけですけれども、こ

の食材の自給率アップは、以前も村内の業者から仕入れられたということでござい

ますけれども、これをですね、また村内の農家の方や法人、物産館などから純然た

る地場産業を使用する取り引きを行う考えはないか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（森田俊介議員） 一二三教育課長。 

○教育課長（一二三信幸君） それではお答えいたします。先ほど議員も申されました

ように、少しでもですね、経費を抑えるため競争の原理を働かせるという観点から、

見積入札に付しているところです。令和５年度につきましては、一番安く納品して

いただく業者が村外であったということです。村内の物産館や農家などから仕入れ

ることで、地元事業者の収益増加や農家の所得向上につながるとは思いますけれど

も、現在の見積もりによる入札も山江産の米に限定していることから、間接的では

ありますけれども、山江村内の農家の所得にはつながっていると考えるところです。 

 仕入れ方法につきましては、先ほど申し上げましたように、山江村地産地消コー

ディネーターによる調達から見積入札に変わったといういきさつがありますので、

今のところはですね、直接仕入れるというところは考えていないところです。以上

でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） 今の答弁で、以前は農家からであって、近年といいますか昨

年が見積入札により低価で仕入れたということでございますけれども、単にですね、
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単価競争で取り引きされるのではなく、直接物産館からも以前もされたということ

ですけれども、物産館、または本村の農業法人万江の里などもですね、頑張ってお

られるということでございますので、地場産業としての地域活性化へとつながるこ

とも考えられます。村内で生産された作物を安心して食する児童生徒への安心安全

な食育、健全な教育、そして農家の安定的な経営など、誰もが求めるのではないか

と思っているところでございます。 

 村内地産地消ということで、学校給食食材の村内の自給率を高めて、さらなる地

場産業の育成を絡めてですね、それと併せて絡めて地産地消の取り組みを進めてい

ただきたいものでございます。できればですね、村内の農家、法人から仕入れなど

を検討していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは最後になりますけれども、上水道施設の現状について通告しております

ので、質問させていただきます。 

 本村の水道事業は昭和５５年に事業が開始され、翌年の５６年、当時水不足とな

っていた山田地区へ水道水を供給するという簡易水道事業により給水が開始され、

安定的な給水事業を行っております。山間地域などの地域水道を除き、徐々に給水

区域を万江地域の中心部へと整備を行い、区域拡大をしてまいりました。 

 水道事業は基本料金を徴収と、合わせて使った分を徴収するという独立採算制が

原則でございますけれども、本村のように人口の小規模自治体は経営が困難で、財

政負担を強いられているのが現状のようでございます。熊本県は広域化推進プラン

を進めて、施設や資機材の共同化を目指し、議論をしてきましたけれど、小規模の

施設が点在しているなどなかなか進まないのが現状のようでございます。 

 そのような中、本村は平成１８年度から災害への備えとして、水道施設の新設、

設備の更新と併せた水道管の耐震化を進め、現在の状態に至っていると思います。

そこでお尋ねしますけれども、村が管理する水道施設の耐震化の現状をお伺いいた

します。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。本村の上水道施設につきまし

ては、計画給水人口が５,０００人以下であるため、簡易水道事業により設置をい

たしまして、議員申されたとおり、昭和５６年度に山田地区から給水を開始してお

ります。その後、万江地区におきましては、平成７年度に下の段から淡島地区にお

いて給水を開始し、平成１５年度に屋形地区へ区域を拡大しております。また、平

成１７年度に山田地区の尾崎地区において簡易水道への統合、平成１８年度高觸地

区へ区域を拡大し、平成２７年度には椎谷地区へ区域を拡大しております。 

 ご質問の耐震化の現状についてでございますが、平成１８年度から平成２３年度
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にかけて、山田地区におきまして、配水管である配水用ポリエチレン管に布設替え

を行いました。ただ万江地区におきましてはこれから実施をする予定でございます。

平成２４年度以降につきましても管路延長や災害復旧工事等で、改修した箇所につ

きましては耐震管を使用しており、村内全体の耐震化率は約８２％でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） ただいま答弁いただきましたけれども、水道管は改修により

まして、場所等によりまして耐震管へ更新されておりますけれども、８２％という

ことでまだまだ完全ではないようでございます。また、新設されました水源地丸岡

地区に新設されました配水池は、耐震構造の基準を満たしているようでございます

けれども、以前から整備されている配水池など、耐震への更新がなされていないよ

うでございます。施設の更新整備には事業費もかかりますが、生活に欠かせない水

道水でございます。日頃の点検はもちろんですけれども、管材や施設の建物、耐用

年数もあります。一定期間を経過した管路や機材、建物などは、劣化など老朽化が

進み、使用不能となり、供給不足さらには断水といったことにもなりかねません。

事業開始当初に整備建設された施設で、基準となる耐用年数も経過しているもの、

また耐用年数が間近な機器材や施設もあろうかと思いますが、現時点で設備の更新

や改修計画があるのか、お尋ねします。また、耐震化が進んでいない管路の耐震化

に向けた更新計画、併せてお尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。まず配水管の耐震化につきま

しては、平成２年７月豪雨災害が発生する前までは、年次計画で整備してきたとこ

ろでございますが、その後は被災した施設の災害復旧を優先して取り組んでおり、

耐震化の整備が進んでいない状況でございます。今後災害復旧の進捗を見ながら耐

震化を進めていきたいと考えており、そのための耐震化計画の策定及び整備費用の

試算等を行い、財政計画を立てた上で年次計画による整備改修を進めていきたいと

考えております。 

 また、水源地や配水池などの施設につきましても、給水開始当初から稼働してお

ります第一水源地、第一配水池、第二配水池は年数が４０年以上経過しております。

ただ、現時点で他の施設も含め緊急的に整備改修が必要な施設は見受けられません

ので、今後は必要により部分的に修繕等進めていきながら、水道施設の長寿命化計

画を策定し、老朽化の状況も確認した上で、そしてまた財政状況も踏まえ、整備改

修について検討していきたいと考えております。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） 今、財政計画それから長寿命化計画により整備を進めるとい



－ 72 － 

うことでございました。私がちょっと心配するのが、特に導水管、第一水源から鋳

鉄管としてですね、当初から整備された、現在も稼働しているかと思いますけれど

も、当時からするとですね、４０年も経過しております。継ぎ手部分や錆など見ら

れないか、その部分だけでも調査していただき、部分改修が必要であればそちらの

ほうもですね、対応をしていただければと思うところでございます。日常生活に欠

かせない水道、蛇口をひねれば当たり前に使用できる水道水が、突然の災害や老朽

化により施設破損で使用できなくなるのは大変不便なものでございます。管路施設

の耐震化、老朽化に対する施設整備の更新は、相当の事業費が伴います。財政負担

を軽減した安定した財政運営には、計画的な事業の実施が必要でありますので、耐

用年数も経過し、経過間近のものもあろうかと思います。村民の暮らしに支障がな

いよう進めていただきたいものでございます。 

 水のありがたみに感謝して、節水に協力しながら水道水を利用する村民の方もお

られますので、今後も村民が安心して暮らせるよう、常日頃から水道基準に適合し

た安心で安定した水道水を供給できるよう、維持管理と併せて施設の整備計画を進

めていただきますようお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。再開時刻を午後１時３０分といたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、７番、立道徹議員より、１．県道坂本人吉線（落石）について、２．人口

減少の抑制を目指す子ども関連の施策について、３．丸岡公園農村広場の利活用に

ついて通告が出ております。 

 立道徹議員の質問を許します。７番、立道徹議員。 

 

立道 徹議員の一般質問 

 

○７番（立道 徹議員） それでは、議長のお許しをいただきましたので、７番議員、
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立道が通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 １点目は、坂本人吉線（落石）について、２点目が人口減少の抑制を目指す子ど

も関連の施策について、３点目が丸岡公園農村広場の利活用についての３件を伺い

ます。 

 まず１点目の質問です。坂本人吉線、場所は足算瀬地区になります。令和５年度

で法面工事が完了した場所ですが、夜間にシカやイノシシが施工区域外を通る影響

があり、落石が道路に落ちており、今後通行車両にも影響がおきる危険性がありま

す。そこで対応策として、法面に落石防止工、防止網または落石防護柵等を検討し

ていくべきではないか、お伺いします。これは県道ですので県の方針をお願いいた

します。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。県道の道路管理者である熊本

県に確認をいたしました。熊本県では、主要地方道坂本人吉線を含め、過去に実施

した防災点検により優先度に応じて、災害防除事業により落石対策を実施しておら

れます。その実施状況といたしましては、令和５年度末時点で、当該路線の要対策

箇所数が４７カ所、そのうち対策完了が１５カ所、事業実施中が１カ所、未着手箇

所が３１カ所でございます。 

 ご質問の箇所につきましては、熊本県でも災害復旧完了後の道路パトロール等に

より、落石の発生を確認しており、今後も道路パトロールによる日々の監視を継続

するとともに、被災による現地状況の変化に関す調査や応急対策等も含めて、今後

対応を検討されるということでございました。村といたしましても、県の動向を注

視しながら、何らかの対策を講じていただけるよう要望していきたいと考えており

ます。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） 万江地区の方々の要望ですので、本当は早期に対応していた

だくことが重要だと思いますけど、これからもですね、県のほうに要望、陳情のほ

うをお願いしたいと思います。道路パトロールでちゃんと業者さんがほとんど毎日

のように通行されていますので、そのへんは、案外大きな石も落石している状況が

ありますので、そのへんのこともまたよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２点目の質問に入りたいと思います。２点目はですね、人口減少の抑

制を目指す子ども関連の施策について。経済界有志らでつくる人口戦略会議が４月

に示した消滅可能性自治体、消滅の可能性がある自治体、子どもを生む中心世代と

なる２０代から３０代が２０２０年から２０５０年にかけて５０％以上減ると推定

されています。このことは先日の村長の施政方針でもお話がありましたが、この中
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に山江村も含まれています。そこで、村内全体でですね、令和２年度から令和５年

度までの出生数をお尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは立道議員のご質問にお答えいたします。 

 令和２年度から順に年間の出生数を申し上げます。令和２年度１８名、令和３年

度２２名、令和４年度１３名、令和５年度１４名と推移してございます。以上でご

ざいます。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） 令和４年度、５年度でですね、１３名、１４名と年々減少し

ているのが現状であります。山江村内でということで大変ですね、万江地区ならば

考えられることでありますし、大変なこの現状だと思います。そこで当村において、

子育て支援の中で支援制度、手当、助成等がありますが、どのような支援があるか

伺いたいと思います。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それではお答えいたします。出産や子育てに関連しま

す村独自で行っている事業、及び国・県の交付金を財源の一部に活用して行ってお

ります事業を申し上げたいと思います。 

 山江村チャイルドシート助成事業、山江村すこやか子ども医療費助成金事業、山

江村一般不妊治療費助成事業、山江村特定不妊治療費助成事業、山江村風しん任意

予防接種費用助成金事業、山江村マス・スクリーニング助成事業、山江村妊婦及び

産婦健診診査費助成事業、山江村任意インフルエンザ予防接種費助成事業、山江村

出産子育て応援ギフト事業、山江村ひとり親家庭医療費助成事業、山江村こんにち

は赤ちゃん事業、山江村学校給食費減免事業、山江村学校給食費助成事業、山江村

就学金支給事業、山江村特別支援教育就学奨励費支給事業、山江村要保護及び準要

保護児童生徒就学援助費支給事業、それから産後ケア事業がございます。以上でご

ざいます。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） このようにですね、１７支援事業、子育て支援事業がありま

すが、山江村出産子育て応援ギフト事業、こんにちは赤ちゃん事業について、もう

少し詳しく説明をお願いします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。ま

ず、山江村出産子育て応援ギフト事業でございます。補助金の趣旨といたしまして

は、妊婦出産の届け出を行った者に対し、出産や育児に必要な関連品の購入並びに
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支援サービス利用の負担軽減を図るために、支援金を支給するものでございます。

こちらにつきましては、一部国・県の補助金を活用いたしまして財源に充てており

ます。山江村のほうからも支出しております。対象といたしましては、妊婦、それ

から妊娠出産の届け出を行った妊婦及び子育て世帯等となっております。補助率、

補助額等につきましては、妊娠１回につき５万円、対象の子ども１人に５万円とい

うことでございます。こちらにつきましては、問い合わせ先、山江村役場の健康福

祉課福祉係となっております。 

 次に、山江村こんにちは赤ちゃん祝い金事業でございます。趣旨につきましては、

すこやかな育成と子育て環境の充実を図るとともに、次世代を担う子どもの出生を

奨励することで、活力ある村づくりに寄与することを目的に、出生祝い金を支給す

るといった事業でございます。補助対象となりますのは、本村に住所を有する方が

出産された子どもさんの対象となります。受給資格につきましては、本村に引き続

き３年以上居住され、対象となる子どもと生計を同じくする父親、母親ということ

でございます。補助率、補助額等につきましては、子ども１人当たり５万円という

ことでございます。こちらの問い合わせ先につきましても健康福祉課の福祉係とな

っております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） この事業は第１子、第２子、第３子関係なく一律ということ

ですね。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） 議員申されますとおり、生まれられた子どもさんにつ

きということでございます。第１子、第２子、第３子関係なくということでござい

ます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） ということはトータルで１５万円ということになりますです

ね。私事ですけど今から２５年前にですね、その当時議会で承認していただいて、

私の三男坊というか、５番目が生まれまして、そのときにはですね、子ども出産祝

い金として５０万円第１号としていただきました。とにかくそのときにはですね、

ありがたく感謝でございました。そのような経験もしております。出生率、出生数

の減少はこの山江村だけではなく、日本全体で減少している状況です。 

 ６月５日に厚生労働省は、２０２３年の人口動態統計、概数を発表し、女性１人

が生涯に生む子どもの推定人数、合計特殊出生率は１.２０％となり過去最低を更

新したと。未婚、晩婚化が影響したと言われております。出生率、出生数ともに８

年連続でマイナス、少子化対策関連法が６月５日に成立しましたが、出生率上昇へ
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の反転は見通せないという見解がされております。また２０２４年の出生数は７０

万人ですね、全国で７０万人を下回る可能性があるということで、経済的な不安定

さや仕事と子どもの子育ての両立のむずかしさなど様々な要因が絡み合っているこ

とが減少につながっていると新聞では書かれておりました。 

 このような傾向の中において、各町村ですね、いろんな取り組みをされていると

思います。生後１２カ月まで乳幼児を対象に育児用品の購入の一部を助成する。ミ

ルクとかおむつ等ですね、それと小学校入学時、ランドセル贈呈とか、あと入学支

援金が、うちの当村でもありますけど、小学校５万円、中学校１０万円、高校１５

万円とか、あと小中学校の修学旅行の旅費をですね、全額助成するとか、いろんな

ことがあり、このようなことは、やっぱり財源はふるさと納税であると言われてお

ります。こういう状況の中において、この山江村において子育て支援制度がありな

がら出生数が少なくなっていく傾向であれば、これから先ですね、出生数を増やし

ていくための新たな対策、施策等の考えはないか伺いたいと思います。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。まず若者世代の出会いの

場の提供として、婚活イベントを山江村社会福祉協議会や球磨郡結婚対策推進協議

会が開催をしております。また、出産子育ての支援につきましては、先ほど健康福

祉課長が答弁したとおりでございます。そのほか、村内に土地を求められる方が多

いことから、移住定住政策として、空き地バンクに空き家や空き地の登録を村内土

地所有者に促すとともに、今年度からは空き地バンクへの登録を条件に、空き家解

体補助金制度を創設し、さらなる移住定住の促進を図っております。出会いから子

育て支援、移住定住など、政策を複合的に行いながら、人口減少を抑制し、出生数

をとどめる政策を今現在行っているところでございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 課長のほうから現在行っている政策といいますか、事業を紹介

したところであります。冒頭ですね、健康福祉課長が申しましたが、出生者数はで

すね、令和４年１３名と令和５年１４名であります。現在の児童生徒数の合計はで

すね、３１８名ですので、９学年で割ると１学年３５名程度いるわけです。それが

令和４年度１３名になってしまうというようなことですので、令和３年度は２２名

ですから、何とかプラス移住者を増やすことでということですけれども、令和４年

度、これから７年後ですかね、令和１１年には山江村での小学校の入学者が、万江、

山田合わせて１３名になってしまうというような現象がそのままいくとできてしま

うということになります。令和１１年というと令和６年ですからあと５年後になる

わけです。非常に近未来に大変ですね、人口減少に見舞われるということでありま
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すので、待ったなしの政策としてですね、いろんなことを考えていかなくちゃいけ

ないだろうということを冒頭のあいさつでも申し上げたところであります。 

 現在、先ほどですね、現在もう施策しておりますが、今後考えられる制度として

でありますけれども、先ほど奨学金のですね、帰村した場合の返額を返すのを免除

するというようなこともありましたけれども、今後保育料あたりの助成が考えられ

ないかということもあろうかと思います。それから移住定住としての住宅建設地を

ですね、それから公営住宅も含めてですけれども、しっかり確保をする必要がある

んだろうと思います。 

 それで、合計特殊出生率は、山江村は前回２.０％だったわけですけれども、今

回国がさらに下がって１.４％近くあったのが１.２％まで減ったということですが、

山江村は、前回の議会で私、申しましたけれども、１.７％台じゃなかったかと思

うわけです。それでも実は高いんですが、これのためのやっぱり出生者数を増やす

ためのですね、政策として、議員おっしゃった子ども１人当たりの出生時に補助金

を出すということも当然考えていきたいと思っているところであります。 

 いずれにしろふるさと納税という話もでましたけれども、山江村ふるさと納税３

億５,０００万円今、基金積みまして貴重な財源となっておりますので、そういう

政策に積極的に使っていきたいと。何もまして子どもが生まれるということは、若

い人がやっぱり山江に住んでもらうということが大前提ですので、そういうことが

どういうふうなインセンティブといいますか、条件が整えばみんな来てもらえるの

かということを考えながらですね、しっかりした、山江に来たらいろんなベネフィ

ットいいますか、利点があるということをしっかり発信しながらですね、この少子

化対策しっかり対策していければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） 先ほど清永課長からもですね、お話がありましたとおり、ま

ずは婚活のほうもですね、相当昔には結婚相談員とかなんかそういうポストもあっ

たんですけど、そのへんもやっぱり結婚に対してもまだ独身の方もですね、適齢期

になられながら独身の方もいらっしゃいますので、そのへんのほうもですね、行政

のほうから後押しされていくようなことが大切ではないかと思います。 

 では続きまして最後の質問になります。３点目はですね、丸岡公園農村広場の利

活用についてということで、現在ですね、地元地区外からですね、サッカーの練習、

練習試合等で使用されています。他の町村の真似をするのではないんですけど、山

江村の丸岡公園はですね、人吉インターから車で１０分ほどです。こういう交通の

便も良い場所であり、ナイター設備も完備されるというこのときに、この広場をサ

ッカー場として改築というか、改良される考えはないか伺いたいと思います。 
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○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。丸岡公園農村広場につい

ては、年間を通して多くの方がご利用していただいております。特にサッカー、ロ

アッソのジュニアチームや高校の部活動として使用されており、令和５年度にサッ

カーで丸岡公園農村広場を利用された件数は７２件で、延べ２,８７８名となって

おります。 

 ご質問のサッカー場としての改築、改造についてでございますが、農村広場の使

用方法につきましては、サッカー以外にラグビーとして使用されたり、村内のイベ

ント時の臨時駐車場として使用していることもあることから、直ちにサッカー場と

しての改築、改造ができるものとは考えておりません。なお、将来的にサッカー場

として利用することについてのご提案につきましては、総合公園検討委員会の中で、

ロアッソジュニアの合宿誘致等様々な構想を描きながら、検討をしてまいりたいと

思っております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 丸岡公園のさらなる利活用ということでありますけれども、本

当に現在２,８００人を超える子どもたち、またサッカーの人たちが活発に利用し

ているということで、この現象自体はですね、サッカー場として非常に活用したい

というようなことであります。ロアッソジュニアの方に聞くと、夜の活用もしたい

からナイター施設を造ってくれんだろうかというような話も聞いております。現在

違うところで練習しているそうですけれども、丸岡公園につくと非常に活用ができ

るというようなことも聞いておりますので、そういうことも含め、今回仮設住宅の

移設も含めてですね、そういう施設も整備していきたいと思っているところです。 

 さらに一歩進めて、さらなる活性化の企画といいますか、どういうふうになれば

いいなあというような部分ですけれども、本当にサッカーチームがですね、合宿に

来て、山江村のスポーツ振興、それから宿泊、温泉センターあたりに泊まってもら

ったりしながらですね、その経済振興あたりにつながっていくような形をとってい

ければなあというようなことも考えております。 

 ただ、専門家といいますか、ある有名なサッカーの関係者の方、１回山江に来て

見てもらいながら、どういうふうな活用をすれば合宿に来てもらえるのか、もっと

活性化するのかということもですね、視野に入れて取り組んでみたいなと思ってい

るところであります。 

○議長（森田俊介議員） 立道徹議員。 

○７番（立道 徹議員） 今、村長からも答弁いただきました。将来的にはですね、山

江村は栗で名をあげていますので、それにプラスサッカーでも山江村という感じで
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いけたらいいのではないかと思います。今はですね、野球やソフトボールの時代も

終わり、サッカーではないかと思います。特に宿泊施設もほたるがあるし、そのへ

んのことをですね、長期間検討しながら考えていただいたら、栗プラスサッカーで

お金を落としていただいて、少しでも山江村のためになるのではないかと思ってお

ります。 

 本年もですね、いよいよ梅雨のシーズンがやってまいります。この山江村、また

各地域、また全国においてですね、災害が発生しないように、そしてまた世界にお

いてもですね、紛争が一日も早く終わりますようにお祈りいたしまして、私の一般

質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） 次に、６番、横谷巡議員より、１．「魅力ある子育て支援と 

特色ある教育」の推進で、持続可能な村づくり、２．畜産振興対策について、３．

行政施策について通告が出ております。 

 横谷巡議員の質問を許します。６番、横谷巡議員。 

 

横谷 巡議員の一般質問 

 

○６番（横谷 巡議員） 議長のお許しをいただきましたので、６番議員、横谷巡から、

通告に従い一般質問を行います。 

 梅雨の季節になり、農家にとりましては大変忙しい時期を迎えました。しかし、

例年になく雨が降らず、水不足、干ばつ等が心配されるところでもございます。ま

た、これからの時期は異常気象による豪雨災害や台風の襲来など、自然災害への備

えが必要となります。大きな災害が起こらず、村民の皆様が安心して暮らせる日々

でありますことを切に願うものです。 

 質問事項の１点目は、魅力ある子育て支援と特色ある教育の推進で、活気ある持

続可能な村づくりについてであります。議会開会冒頭での村長の行政報告でありま

したように、新聞等のマスコミで報道されている民間組織の人口戦略会議が、４月

に公表した深刻な人口減少で、将来的に消滅の可能性が高いとみなした消滅可能性

自治体が県内で１８市町村、球磨地域では５町村、その中に本村の名もあがりまし

た。自分が住んでいる村が消滅の可能性があるといわれると、不安、不快になり、

私はこの言葉は好きではありませんが、現実には消滅の危機に陥るかどうかは、今

回の調査根拠にある２０歳から３９歳の若い女性人口の減少幅の見通しだけでは決

まらないと思います。でも大きな方向性としては間違ってはいない、自治体自身の

有効な施策を努力次第では、活路を見いだし、改善し、活力ある村として持続でき

ることも事実なことであります。 
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 そこで、活路を見いだす施策の一例として、本村の持つ交通の利便性や美しい豊

かな自然環境の地域資源の特性を生かし、子育て世代、いわゆる若年層の移住定住

を促進することによって、人口の社会増を図り、活気ある持続可能な村づくりにす

ることはできないか、そのためには昨今の社会状況の変化に対応した魅力ある子育

て支援と、特色ある教育を徹底して本村の実情から磨いていくことが最善の策では

ないかと考え、提案を含め質問させていただきます。 

 まず、今の前向きな子育て支援策に新たな子育て支援策として、不安や疑問が多

い育児について、気軽に相談ができる身近な子育て応援アプリでの情報発信をする

ことはできないか。また、子育て保護者や子どもが語らい、楽しく集うカフェ併設

した多世代交流ができる未来型の子育て支援拠点の創出はできないか、２点につい

てお尋ねをいたします。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは横谷議員のご質問にお答えいたします。まず、

子育て応援アプリということでございます。こちらをちょっと調べましたところ、

妊娠の経過や子どもの成長記録など、母子健康手帳の内容を登録できる機能や、予

防接種のスケジュール管理、子育て情報の配信、医療機関や子育て施設の検索など、

子育てをしている方をサポートする便利な機能が登載されたアプリということでご

ざいます。こちら全国的に見ますと、導入されている自治体も多くあるようでござ

います。 

 また厚生労働省では、令和８年度以降をめどにですね、母子手帳を電子化すると

いった動きも見受けられております。それと同時に民間事業者が開発する子育て支

援アプリとの連携も始まってくるのではないかと見込まれているところです。また

最近ではスマートフォンやタブレット一つで役場の閉庁時にも各種手続きを行うこ

とができる、手のひら役場といった運用も一部で始まっているようなお話を聞いて

おります。このような国の動きや先駆的に導入されている自治体の事例も注視しま

して、アプリの導入には導入費用、それから利用料などが必要なるかと思いますの

で、補助金や交付金の活用も念頭におきながら、費用対効果も含めて今後検討させ

ていただきたいと思います。 

 次に、カフェを併設した未来型の子育て拠点ということでございます。本村では、

就学前の子どもを持つ保護者の方が集いまして、子どもと一緒に様々なイベントに

参加できる子育てサロンを毎週開催しております。サロンでは、保育士と補助員が

対応いたしておりまして、村内の方は無料、村外から参加される方は参加費１００

円をお支払いいただき、お茶をのみながら雑談、それから相談をしたりすることも

できるようになっております。本年度６月からはソーシャルネットワークサービス
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のＬＩＮＥを活用いたしまして、参加申し込みが可能となるように、より気軽に参

加いただける仕組みづくりも行ったところでございます。今後参加者のご意見など

も参考に伺いながら、検討させていただきたいと考えるところでございます。以上

でございます。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） あくまでも今後のですね、少子化対策、山江村がどうすれば

活性化するかという意味で、今回は子育て支援と教育に絞って提案したいと、考え

を伺いたいということでございます。 

 本村においては、子育て相談室は設置されていますが、忙しい毎日でも身近なア

プリの情報発信を使用すれば、気軽に悩みの相談ができますので、東京都では小池

知事が婚活アプリ、少子化対策として情報発信を始められました。子育て世代を引

きつける、子育て支援には有効な手段ではないかと考えます。 

 また、保護者が子どもと一緒にふれ合い、語らい、楽しいひとときを過ごす多世

代との交流の場は、今後の子育て支援には必要不可欠な拠点となり得るものです。

これから計画されている石蔵拠点整備事業等での複合施設の創出など、前向きな検

討をしていただきたいと思います。 

 特に石蔵拠点整備、今回予算をあげてありますけれども、歴史資料館､えほんの

森、複合施設、時代の駅、いろんな点がつながりますので、人が来ないとせっかく

施設を造って本当に負の遺産になりますから、そこのところをですね、ぜひこれか

ら先はやっぱり子どもなんですよ、先ほど立道君が質問しましたように、出生率が

１０何名じゃどうすることもできません。やはりある程度の出生率を確保するよう

な対策と、やはり山江に来ていただいて、全体的に人口は減っとるですから、いか

に山江に呼び込むかという政策も大事かということで、前向きな検討をしていただ

ければというようなことで提案をするところであります。 

 それから、加速する少子化の動向は、村内保育園の運営に大きく影響を与えます

が、保育施設の機能充実は少子化対策の決め手でもあります。しかし、出生数の現

状から、これから続く園児数の減少傾向を見るとき、各保育園の収斂や保育の多機

能化等への対応が問われることになります。 

 先般保育園のある園長とお話をしたときに、これは大変て、再編等も視野に入れ

て頑張らんと、これは山江には三つありますけれども、大変な状況に陥るというこ

とを話されておりました。そこで今後の保育園の運営のあり方、方向性について、

どのように考えておられるか伺います。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それではお答えいたします。現状といたしまして、村
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内保育所は山田地域に２カ所、万江地域に１カ所の計３カ所でございます。入所定

員の合計は３園で１１０名となっておりまして、６月１日現在の入所児童数は、こ

ちら３園合計で１１４名でございます。入所定員の弾力化によりまして、１割程度

の定員超えは認められておりますので、各保育園の運営を圧迫しない程度の適度な

入所状況が現状であると考えているところです。 

 とは申しましても今後につきましてですが、これまでに様々な課題に対応してい

くために、年内に２回、必要に応じて３回程度山江村子ども・子育て会議を開催し、

村内保育所、それから山江村民生委員児童委員協議会、それから村内学校長会、各

保育所の保護者会、それぞれから代表者にお集まりいただき、その代表者９名と行

政が一体となって検討を行っております。 

 当面の課題として考えられますのは、夫婦共働きによる延長保育や学童保育の利

用増加、それから障がいを持つお子さんへの保育への対応、子どもの貧困に対する

子ども食堂等の対応、それから物価高騰に対する保育単価増への対応、少子化に伴

う定員改定等の検討などの課題が、現状として考えられるのではないかと思ってお

ります。 

 保育の多機能化等の対応ということのご質問でございますが、これまで同様に山

江村子ども・子育て会議におきまして、一丸となって検討しながらですね、国県の

交付金等による財源確保も念頭におき、検討を進めてまいりたいと考えるところで

ございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 保育園のですね、入園式、卒園式等に行きますと、以前は９

０何名が今は半分であると。それと入園者数も半数なんですよね、今は１１０名ぐ

らいおりますけれどもこれは減ってきます。今からしっかりと先を見て対策をして

いかないと、必ずこの再編はくるんですよ。だから、そこのところを十分先を見据

えてですね、特に保育園経営者とか行政、福祉関係者の協議会、子育て協議会等で

ですね、真剣に現実を見て、山江村の保育園の経営のあり方、多機能型の受け入れ

と言いましたけれども、子育てにかかわる受け入れ方等もありますので、十分な検

討をお願いしてもらいたいと思います。 

 次に、特色ある教育ということで教育長に伺ってまいります。 

 本村教育の先行的な知見をもって進化を遂げる多様なＩＣＴ教育、やる気、学び

の学力向上、夢あふれる楽しい形態の学校図書館、未来を育む豊かな自然体験学習

など、未来を担う子どもたちのすこやかな成長の姿や、実践による定着した学習成

果を本村の特色ある教育として発信、共有し、本村の学校教育の特徴として充実を

図っていく考えはないか、お伺いをいたします。 
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○議長（森田俊介議員） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それではお答えしたいと思います。各学校にですね、先ほど

おっしゃいましたような、ＩＣＴ教育をはじめ様々な分野で特色ある教育の推進を

行っているところでございます。各学校ではですね、ホームページというのを見ら

れた方もいますけど開設しておりまして、学校での学習やそれから活動の様子等を

ですね、それを創意工夫したいろんなサイトを作成しながら頻繁に更新し、様子を

配信しているというところでございます。 

 各学校の閲覧者数を見てみますとですね、今のホームページを作ったのが平成２

５年に新しく作り替えましたけれども、そのアクセス数を見てみますと、各学校の

を見てみますと、５０万人から７０万人の方が見ておられるということで、非常に

興味を持ってですね、山江村の教育を閲覧していただいているということでござい

ます。 

 それから、中学校におきましてはですね、今、生徒会が中心となりまして、イン

スタグラム、いわゆるＳＮＳですね、インスタグラムを開設いたしまして、生徒た

ちの視点からですね、学校の特色ある行事等を主体的に発信しております。これは

非常に好評を得ております。 

 それから教育委員会といたしましては、独自のホームページを作成して、学校教

育、それから歴史民俗資料館、それからやまええほんの森ですね、それのサイトを

通しましていろいろ情報発信をしているというところでもございます。 

 またケーブルテレビ等でもですね、よく見られると思いますけれども、毎日のよ

うに子どもたちの様子をですね、しっかり放送してもらいながら、地域の方々へ山

江村の特色ある教育の様子をご覧いただいているということでございます。 

 また紙媒体としましては、広報やまえを見られると思いますけれども、教育委員

会ではですね、この山江村教育プランとかですね、ここにございますようなこうい

う冊子とか、それからＩＣＴで言いますと、山江村小中学校の情報化の１０年とい

うこの見開きの冊子等も作りながら、いろんなところに情報発信をしているという

ようなところでございます。 

 それから、昨日村長のほうから行政報告がございましたけど、先日ですね、６月

７日に東京で開催されました全国ＩＣＴ教育首長協議会、この加盟団体１２１自治

体全国で加盟しておりますけれども、その中でですね、村長のほうから、ネクスト

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けてという演題でですね、山江村のＩＣＴ教育を

はじめとする山江村の特色ある教育について講演をされております。これにつきま

してはですね、非常に多くの首長さんが来ておられましたけれども、その首長様方

及び各関係者の方々からですね、非常に称賛をいただいたということでございます。 



－ 84 － 

 いろいろやっておりますけれども今後もですね、今、議員が申されておりますよ

うに、特色ある教育のさらなる充実に努め、いろんな角度からですね、幅広く発信

して、この山江村の教育のすばらしさ、これを大いにアピールしていきたいなと思

っているところでございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 本村はですね、先行的に取り組んでまいりましたＩＣＴ教育、

学校給食の無償化など、今では全国の多くの自治体が取り組んで広がっております。

ここで多様な教育実践、学習成果の特色ある教育のより一層の展開と推進を図るこ

とで、本村の学校教育の特徴となり、教育の村として定着する要因となるのではな

いかと考えます。 

 今、夕方、山田小の子どもでしょうか、６時になったら帰ってくださいと、保護

者の方も地域の皆さんもお願いしますという放送があります。あの子どもの素朴で

すばらしさ、皆さん、賢くて、どこの子どもだろうかて、すこやかに成長している

なということを言われます。やはりあの子どもの姿は山江村の教育の姿であります

ね。本当に今後教育が良ければ、子育てが良ければ、山江に来る人の足が向くわけ

ですので、ぜひ今後とも教育の村として頑張っていただきますようにお願いいたし

ます。 

 次は万江小学校の件です。地域の拠点である万江小学校が、少子化の進展、入学

予定者の減少、複式学級の現状から、学校の存続が懸念されます。これからの将来

を見据えて、地域住民の声をしっかりと聞き、存続していくのか、一定の集団規模

を確保し、教育効果を高めていくのか、発展的なあり方を真剣に検討する時期にき

ているように感じますが、このことについてどのように考えを持っておられるか、

見解を伺います。 

○議長（森田俊介議員） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それではお答えしたいと思いますが、ご承知のようにですね、

学校というのは地域の拠点でございまして、地域が集える場所でもございます。そ

こに将来を担う子どもたちがいて、その子どもたちも地域とともに育つと私は考え

ております。特に万江小学校におきましては、小規模校であるがゆえにですね、そ

の良さを十分に発揮した教育が行われておりまして、一人一人を大切にした特色あ

る教育活動が日々行われているところでございます。それによりまして知・徳・体、

調和のとれた子どもたちが育ってきております。 

 また、山江村におきましては、ＩＣＴ教育の効果によりまして移住希望者等も増

えておりますし、年少人口の割合もですね、人吉球磨におきましては一番高い状況

でございます。しかしながら、議員おっしゃられるとおり、子どもの数は本当に少
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しずつでございますけど減少傾向にあるというのは事実でございます。 

 今後ですね、私もちょっと調べてみましたが、５年間の児童生徒数の推計ですけ

れども、これは社会増がない場合を見てみますと、年々大体全体で１０人から１５

人がずっと減ってくるというような状況でございます。５年間を見てみますとです

ね。令和１０年の児童生徒数の推計を見てみますと、山田小が１４５人になります。

今、１８２人です。万江小が１４人になります。現在は３２名です。それから山江

中が１０７名ですね、現在１０４人ということで、中学校のほうは若干増えますけ

れども、全体で２６６人ということで、現在が３１８人ですから、令和５年には５

２人の減ということに、何もしなかったらですよ、ということになります。最近の

出生率も非常に減少しているということでございますので、あと移住定住が増えな

い限りですね、少子化は加速度的に減少していくんじゃないかなと思っております。 

 また、学校の施設面におきましては、結構老朽化もしておりますけれども、令和

２年度に策定しました学校施設等の長寿命化個別施設計画に沿ってですね、学校施

設の老朽化等も勘案いたしますと、一番古いのが山田小でございまして、今年で４

８年ぐらい経っていると思いますけれども、令和１５年が改築の時期を迎えます。

少子化がですね、非常に加速しておりますので、やはりそれを待つのか今後検討が

必要かなと私も思っております。 

 そこでですね、これらのいろんな多種多様な現状を踏まえながら、まずは今年度

の総合教育会議というのがあります、村長を中心にしたですね、この中でですね、

今後の山江村の学校のあり方につきまして協議を行うということでしております。

その会議を受けまして、地域住民のですね、場合によっては方々の意見を聞くなど

の措置を講じまして、山江村の子どもたちにとって最善の学校のあり方、これはど

んなものかということをしっかり考えて、早急にですね、検討をしていきたいと思

っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 万江小学校の現状の自立した教育実践のあり方、否定するも

のではありません。頑張っておられますから。今後の児童数の推移とか教育効果な

ど、未来を背負っていく子どもたちのことを考えると、山江村には中学校も一つで

すから、ある程度一定規模の集団規模での教育が今後より良い効果につながるので

はないかなと思い、可能性が広がるのではないかとも考えます。子どもの教育を最

優先に、発展的な先を見据えた真剣な検討をお願いいたします。 

 次に、村長にお伺いしますけれども、子育て世代が本村に住んでみたい、住みた

いというニーズが高いことを捉え、今までお尋ねをしてきました子育て支援や教育

の充実をより一層推進することによって、移住定住促進の環境整備を行い、若者世
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代の転入を呼び込む人口の社会増、自然増、出生数の自然増も対策しながら、一方

ではよそから人口を呼び込む社会増で、活力ある持続可能な村づくりとする考えは

ないか、村長の考えをお尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。山江村では移住定住対策

として、行政主体による分譲地の整備を行ってきましたが、近年は民間活力による

住宅整備として、村有地の払い下げを行い、移住定住の促進にも進めております。 

 先ほど立道議員のご質問にもお答えしましたが、山江村移住定住サイト、空き地

バンクに情報を掲載し、移住希望者と空き地の所有者とのマッチングを進めており、

今年度新たにですね、空き地バンクに登録することを条件に、空き家解体補助金制

度を創設したところでございます。 

 村内の限られた土地の有効活用をするとともに、空き家解消と移住定住を促進し、

村内への定住者を呼び込むことで人口減少を抑制することに努めてまいります。ま

た、５月に設立しました農村ＲＭＯの主体となる山江村未来づくり協議会を軸に、

農用地保全、地域資源活用、生活支援に関する将来ビジョンを策定することとして

おり、その中で活力ある持続可能な村づくりについての各種取り組みも盛り込んで

まいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私からのほうもご指名でありますので、答えさせていただきた

いと思います。 

 子育て支援についてはですね、先ほど立道議員の中で、生まれたら出生に対する

諸々の助成制度はできないか、それから保育園での保育料の助成制度はできないか、

そして、奨学金あたりについて、帰ってきた場合の免除を与えることはできないか

などを申し上げました。加えて、やはりそういうお金の問題だけじゃなくてですね、

しっかりとした環境整備が大事だと思いますし、また特によそからの若者を呼び込

むということについては、やはり山江村全体が魅力的な村になっていくということ

が求められているんだろうということを思います。 

 そういう意味におきましては、先ほど課長が申し上げましたけれども、山江村未

来づくり協議会といいました。農村ＲＭＯ、要するに山江の農村をどういう形で運

営していくのかということで、村民の多くの方々に参加してもらいながらその意見

を聞くことになっております。その中のまた資源活用による仕事、活力づくりにつ

いては、先ほど出ました石蔵の拠点整備事業のほうをどう動かすかという、要する

に農村ＲＭＯと拠点づくりとさらに二重構えでですね、この山江村の活力、仕事づ

くり、そして魅力を増すような取り組みをしていければと思っています。 
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 それのみならず生活を守る暮らしづくりはどういうものがあり、特に山間部は行

くとですね、いわゆる５０％を超えた高齢化率がありますし、ところが平野部では

若者がたくさんおられるのはいいんですけど、子育てに悩まれる方もあるというよ

うな、様々な村民の方々の生活をしっかり守る暮らしづくりについても検討してい

きたいと思いますし、そして、何よりも先ほどから、先ほど来、農業、それから林

業の問題をやり取りさせてもらったところでありますけれども、その基盤となる土

地が今後どうなっていくのかと、どういうふうに有効に活用していくのかというよ

うな３点の部分からですね、この山江の魅力づくりについて協議を始めさせていた

だければと思っているところでありまして、そういう中からいろんな提案もありま

すし、政策が出てこようかと思います。しっかりそういうものを受け止めながら、

しっかり展開をしていくことによりましてですね、議員先ほど申し上げておられま

す子育て支援、さらなる教育の特徴ある教育の振興あたりにもつなげていければと

思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 本当に山江にはですね、住みたいという希望を持っている人

がいらっしゃるんですよ。ある大手の建設業者の方が、今度中心地に大きなアパー

トを造りたいと、土地をどこか探してくれということがありました。それは全く今

回の提案されることになった土地だったんですけど、やはり村づくりが第一番です。

公共工事、村のほうに手配してもらうのが一番の有効な対策であるとか、いろんな

村が発展するためには重要な土地ですから、お願いしますということを言いました。

それだけ皆さんが注目して、この中心地あたりは利便性とか環境から、やはり山江

に来たいという大手の人がいるんですから、やっぱり本当に良い受け皿といいます

か、環境整備をすると様変わりするんじゃないかなという思いから提案を申し上げ

ました。 

 質問事項の２点目です。これは畜産振興対策についてでありますが、このことは

北田議員の質問と全く同様でしたので、割愛させていただきます。ただ、畜産は本

村農業の大きな柱です。本当にやめていかれる人に聞くと、牛を飼っていてよかっ

たと、本当に生活ができたと言われております。畜産農家の現状は、今、子牛価格

の下落とか、飼料資材の高騰、あるいは球磨家畜市場の閉鎖等で、非常に厳しい経

営状況にあります。経営が持続できるように、現状に照らした支援策をお願いでき

たらと思っております。 

 質問事項の３点目です。これは行政施策についてお尋ねをいたします。道路の維

持管理についてであります。皆さんも既にご承知と思いますけれども、熊本市で枯

れた大きな木が倒れて車を直撃しました。そして亡くなりました。損害賠償が生じ、
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６,０００万円程度、一応市が立て替えて、所有者にも責任がある、損害賠償につ

いて熊本市から今度はその所有者に請求をされました。そういったことがあります

ので、本村も県道が２本、村道がたくさんあります。そして目につくのは竹の枯れ

とか、あるいは枯れた木もありますので、事故が起きてからは大変ですので、この

ことをですね、周知徹底しておく必要があるなあと。事故が起きてからは間に合い

ませんので、やはり所有者には責任持って管理をお願いすることが必要かというこ

とで、お尋ねをいたしたところです。この点について伺います。 

○議長（森田俊介議員） 蕨野建設課長。 

○建設課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。村道につきましては、除草及

び支障木の伐採、道路パトロールによる危険箇所等の把握、及び軽微な補修、崩土

及び落石等の除去など、整備や維持管理に努めているところでございます。ご質問

の民有地から道路に張り出している通行の支障となる樹木や竹などは、所有者で伐

採、撤去を実施するよう法で定められております。従いまして、私有地からはみ出

している樹木等は土地所有者に所有権があるため、道路上に張り出している枝や倒

木などで、歩行者や走行中の自動車等に損害が及んだ場合は、その土地所有者に賠

償責任が発生する場合がありますので、日頃から安全かつ安心して道路利用できる

よう、樹木等の適正な管理をお願いいたします。 

 村民への周知につきましては、本年６月号の広報やまえに掲載し、周知を図った

ところでございます。また、昨年度の地域づくり懇談会の中でも、村民から支障木

に関する多くの意見やお尋ね等が出されましたので、所有者による伐採をお願いし

たところでございます。今後も広報に加え、チラシ、ケーブルテレビやホームペー

ジ等でも周知を行い、さらなる啓発に努めていきたいと考えております。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 事故が起きる前にですね、確かに広報の６月号に載っており

ました。しかしあれでは限定的ですので、できればですね、回覧配布などで特別な

チラシ作って、一遍行政でしとけば、本当にちゃんとした周知と徹底したというこ

とになりますので、できれば簡単なチラシを作って、所有者に周知徹底してもらう

と、回覧等してもらえばとお願いいたします。 

 次に、地域おこし協力隊の募集についてお尋ねをいたします。地域おこし協力隊

の持つ力は大変大きなものがあり、多くの自治体で活性化に寄与し、頑張っていま

す。今回の募集は、やまめ養魚所とキャンプ場の管理運営が主なようでありますが、

特産であるやまめの生産、飼育、販売の維持、持続については、現状から大きな課

題となっています。今回の募集の内容を見て、地域の実情、それからやまめ生産、

販売、維持管理実態を見たときに、的を射た地域おこし協力隊の募集ということで、
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正しくこれが地域おこし協力隊の力に頼るものではないかと考えました。 

 そこで今回の募集に当たっての協力隊に期待する業務内容と活動計画についてお

尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。尾寄崎キャンプ場におき

ましては、過去に年間１,０００人を超える利用実績があり、また、近年アウトド

アやキャンプなど野外活動を楽しむ方の増加傾向にあることから、山江村としまし

ても貴重な観光資源である尾寄崎キャンプ場の活用が課題となっております。併せ

て、山江村の特産物であるやまめ生産の後継者対策も含め、今回総務省の事業であ

る地域力の創造、地域の再生として地域おこし協力隊の事業を尾寄崎地区で計画し、

募集を現在行っているところです。 

 主な業務内容としましては、やまめ養魚所及び尾寄崎キャンプ場の管理運営のサ

ポート、ホームページやＳＭＳを活用した情報発信、イベントの企画運営、地域住

民や団体との協働、協力体制の構築としております。活動計画につきましては、現

在休止中である尾寄崎キャンプ場の活用方法、地域イベントの計画など、地域住民

と十分協議しながら取り組みを進めていただきたいと考えております。以上でござ

います。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） キャンプ場ですけれども、今、本当に老朽化し、使われない

状況ですよね。しかし問い合わせが大分とあっています。やっぱり何といっても資

源、天然資源なんですね、川があり緑があり、奥地あり、あれも山江のひとつの顔

ではないかなと思います。どうにかうまくやると本当活性化に寄与するかなあと、

そういったときに地域おこし協力隊の力があればなあという思いを持っています。 

 そこで、その協力隊にですね、地域定住していただいて、特産品の開発や地域の

維持、活性化、ひいてはその活力が村全体に波及し、貢献できるような人材が採用

できればなと考えていますけれども、そこのところはどうでしょうか。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） やまめ養殖場、それからキャンプ場は、山江村の大きな資源の

一つだと考えております。議員おっしゃいますように、非常にあの尾寄崎は山紫水

明なところで、人吉からも近い場所にありましてですね、本当にあの時間であの施

設にアクセスできるというのは、山江の本当にすばらしい資源の一つだと考えます。

１,０００人以上の利用者が往年はあったというようなことであります。 

 ということであれば当然ですね、そのキャンプ場を含めた地域開発について考え

ていきたいとは思ってきておりますけれども、ただ、今の管理者の方がですね、も
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う７０歳になられて、じゃあ５年後どうなるのか、１０年後じゃあどうなるのかと

いうような心配も当然されるわけであります。適当な後継者、もちろんそういう意

味で地域おこし協力隊を募集しているところでありますけれども、適当なそういう

後継者が表れたらですね、そのような施設の改修にも取り組んでいければと思って

きているところであります。 

 私も鎮山親水と言っておりますが、まさにその鎮山親水のメッカでもあろうかと

思いますし、現在道路等もですね、相当な金額をかけて整備しておりますので、そ

ういうことも含めて魅力ある地域としてブラッシュアップしていければと思います。 

 ただ、当然ですね、その中で頑張る方々によって、人によって大きくその地域は

変わっていくわけですけれども、地域おこし協力隊については、非常に当たり外れ

といってはむずかしいんですけれども、がございます。公募でということであれば、

なかなか公募で面接をして採用してもうまくいかないというケースがありますので、

できれば適当な方、知り合いの方ですね、この方なら間違いないというような方を

探して誘致するというほうがですね、より現実性があり、じゃないかと考えており

ます。そういうことも含めて、公募はしておりますけれども、そういう人材もです

ね、積極的に当たっていきたいとも思いますし、議員の皆さん方におかれましても、

そういう適当な人材がおられましたら、紹介をいただくということであればですね、

非常にありがたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。当然です

ね、その地域に定着しながら、住んでもらいながらですね、山江村のことを考えて

いただくことになろうかと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 事情もよく村長もご存じのようです。前向きな検討をいただ

くということでありがたく感じております。私の生まれ故郷でもありますし、今般

私も実家を老朽化しとったけん解体しました。そのあとをやはり特産である栗を植

栽しております。家の前を川が流れていてやまめが釣られます。非常に恵まれた資

源で、やはり私も一週間に一遍は通っていますけれども、やはりこの地域を疲弊さ

せることはできない、どうにか継続的にできんかなということが私の課題でもあり

ます。地元の人にも頑張ってもらうように言いますし、また足らない点は行政の力

をいただいて、そして資源を生かした小さな村が過疎化から脱却するようなことが

できればなということで、地域おこし協力隊の力に頼るところが大きいわけですの

で、お尋ねをしたところです。 

 最後の質問になります。男女共同参画についてお尋ねをいたします。男女が性別

に関係なく、個性と能力を十二分に発揮できる社会の実現を目指すのが男女共同参

画であります。特に近年、女性が活躍できる社会の進展は、喜ばしい限りでありま
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すが、６月上旬でしたか、あるテレビの放送で、国会議員の男女の比率は、男性８

４％、女性１６％の報道がありました。また、今朝の新聞を見られた方はご承知と

思いますが、世界各国の男女格差、男女間の平等に関する調査、いわゆるジェンダ

ー平等の調査報告で、日本は１４６カ国中１１８位で、政治経済の分野で女性の進

出の遅れが際立っているとの発表がありました。 

 本村の人口は女性が多いわけです。しかし私たちの身の回り、この議場を見たと

きに男性ばかりです。本田議員が紅一点でおられますけれども、本当にこの男女共

同参画といってもまだまだだなということを痛感しているところでありますが、こ

のことは世界の他の先進国と違って、日本の長い歴史的背景、それから経緯からみ

て、男女平等、男女共同参画社会の実現は大変むずかしい課題であって、しかし、

現在では乗り越えていかなければならない課題でもあります。本村における男女共

同参画社会実現の先駆けとして、役場行政女性職員の活躍と役割は大変大きなもの

があると私は考えます。行政における女性職員の管理職登用について、どのように

考えておられるか、村長の見解を伺います。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、男女共同参画については、特に職員の女性職員の管

理職登用ということであります。山江村においてもですね、男女共同参画の計画に

よりまして、審議会の職員については４０％を目指せとなっています。私もできる

だけ女性の委員を増やそうということで、職員が持ってきます委員名簿からはです

ね、女性の方はいないかいというようなことを言っています。おのずとですね、各

団体の代表者を選んでしまうと男ばっかりになってしまうわけですね。だからその

団体の中から女性を選んで、どなたか適任をお願いすることはできないかというよ

うな言い方をしているわけですけれども、それで現在の委員の数は２９.３％で３

人の１人弱にはなってきつつあるというようなことであります。その中で女性職員

の管理職登用ということでありますが、ご覧のとおりまだ今のところですね、以前

はお一人おられたところでありますけれども、今のところ１人もおられないという

ことです。 

 女性職員を登用することでどういうことが起こるのかなと考えてみますと、やは

り組織がですね、女性がおられることで、いろんな意見が出ながら活性化していく

んじゃなかろうかというようなことがありますし、役場もずいぶん女性職員が増え

てまいりましたので、そういう女性職員の働きやすさにもいろんな女性の理解が必

要な場合もありますから、そういうのもありましょうし、また、多様性の時代の中

において、女性の方々のモチベーションが上がっていくというようなことも考えら

れます。 
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 ただ、課長に求められるもう一方で資質ということを考えますと、やはり部下が

どう思うかということについては、決断力や行動力が求められますし、それから専

門知識、実務経験も当然必要でありましょうし、部下とのコミュニケーション能力

という部分も大事でありましょうし、そしてもう一つは、しっかり部下を育てると

いう人材育成能力も求められます。こういうことを勘案しながらですね、適材適所

によってやっぱり登用していくということが肝心かと思っているところであります。

そういう人材がおられたらですね、積極的に今後活用すべきだなということを考え

ているところでありますので、今のところは総務課長が一番先におられませんが、

その後、適任がおられたらですね、そういう登用も考えていきたいと考えておりま

す。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 確かに本村の各種委員、各協議会とか構成されている会では、

女性の数が多くなってきました。しかし村長が言われるように、男性ばかりの職場

じゃなくて、やはり女性の意見というともですね、女性から見た意見というのもた

めになることがあるんですよ、これが正しく男女共同参画です。今、村長が答弁な

されたようにですね、少しでも本村の男女共同参画社会が進みますように、今後の

取り組みをお願いし、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森田俊介議員） 通告がありました５名の一般質問はすべて終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時４６分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（森田俊介議員） おはようございます。ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

 本日は、会期日程日時第３の本会議で、質疑、討論、表決となっております。 

 発言については、山江村議会会議規則の規定を守り、事件の内容から逸脱しない

よう趣旨に添った質疑をお願いいたします。また、執行部におかれましては、簡潔

な回答をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 発委第２号 山江村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１、発委第２号、山江村議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、発委第２号は、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山江

村一般会計補正予算（第１２号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第２、承認第２号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（令和５年度山江村一般会計補正予算（第１２号））を議題とし、質疑を許

します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第２号は、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山江

村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第３、承認第３号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（令和５年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号））を議題

とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第３号は、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山江

村特別会計介護保険事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第４、承認第４号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（令和５年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第４号））を議題とし、

質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第４号は、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山江
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村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第５、承認第５号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（令和５年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号））を議

題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第５号は、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度山江

村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）） 

○議長（森田俊介議員） 日程第６、承認第６号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（令和５年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号））を議

題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

 採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第６号は、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村税条例の

一部を改正する条例） 

○議長（森田俊介議員） 日程第７、承認第７号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（山江村税条例の一部を改正する条例）を議題とし、質疑を許します。質疑

ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第７号は、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村国民健康

保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（森田俊介議員） 日程第８、承認第８号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とし、質疑を許

します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、承認第８号は、原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第３１号 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第９、議案第３１号、職員の分限の手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３１号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第３２号 山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１０、議案第３２号、山江村重度心身障害者医療費助

成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許しま

す。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３２号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第３３号 山江村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１１、議案第３３号、山江村家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

し、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３３号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第３４号 山江村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１２、議案第３４号、山江村営住宅条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３４号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第３５号 万江体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１３、議案第３５号、万江体育館の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許します。質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３５号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第３６号 公共工事請負契約の締結について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１４、議案第３６号、公共工事請負契約の締結につい

てを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 
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次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３６号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３７号 公共工事請負変更契約の締結について 

○議長（森田俊介議員） 日程第１５、議案第３７号、公共工事請負変更契約の締結に

ついてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。議案第３７号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第３８号 令和６年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（森田俊介議員） 日程第１６、議案第３８号、令和６年度山江村一般会計補正

予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 議案第３８号、一般会計補正予算（第１号）について質疑を

いたします。 

 ページは９ページ、歳出、総務費、総務管理費、目の石蔵拠点整備事業費、公有

財産購入費として５,６０１万円、補償補塡及び賠償金として１１７万２,０００円

計上されております。貴重な本村については中心地、一等地である用地ですけれど

も、この購入に当たっては、財産取得審議会等で諮問されて単価等が算出されたと

思いますが、１点は、その単価購入費、例えば平米当たりの単価、県道沿いは従前

から県の単価と村の単価等は調整をするというような申し合わせ等購入した経緯が

ありますので、その点。 
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 それと、この役場が昭和５０年にここに移転しております。その前はニッシンシ

ルクといって、当時はちょうど紡績産業が盛んでございまして、山江にも進出をい

ただいたと、そのとき以来広大な土地を買ったんですけれども、それ以来の行政と

しては、広い６,０００平米近い広大な敷地を一等地に購入されるということです

から、やはりここはですね、しっかりと地権者の方の納得、了解、理解をいただい

て、購入ができるように交渉に当たっていただきたいと思います。 

 そして、最後にですね、ここに恐らくこれから未来づくり、山江の発展とか、あ

るいは今後の子どもたちのこととか、村民の集まる場所とか、幸せづくりのにぎわ

いの創出の拠点の石蔵拠点整備を展開されると思いますが、これだけの一等地にこ

れだけの事業費をかけて今後続きますけれども、石蔵拠点事業をされます村長の思

い、決意について伺います。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 今回公有財産を購入させてもらうという件についてのご質問で

あります。今回もですね、今回の定例議会でも一般質問の中で、この点については

やり取りをさせてもらっているというところでありますけれども、順序よく申し上

げますと、山江村のにぎわいの拠点をつくるということで、教育委員会のほうでで

すね、当初石蔵を使った文化遺産としての活用ということで検討してきております。

これは４年ぐらい前になります。 

 ところが、その金額がですね、億を超えるというようなことでありましたので、

これは村を挙げて、産業それから福祉、教育も含めたところでですね、にぎわいづ

くりとしての施設をやろうじゃないかというようなことで、担当を教育委員会から

企画調整課に移しまして、仕切り直しながらの諸々の検討をしてきたところであり

ます。加えて、もちろんその石蔵検討はですね、委員の皆さん方で検討いただいた

ということでありますけれども、加えて、今、課題となっております人口減少含め

て農村のあり方も課題となっておりますので、その農村のあり方自体を全体を考え

るやまえ未来づくり協議会、これは農村ＲＭＯという交付金の農水省の制度を使っ

てでありますけれども、やまえ未来づくり協議会をつくって、今後の山江村のあり

方を村民の皆さん方、あまねく意見を集約しながら、自分の問題としてですね、こ

のことについて考えていこうということをスタートさせたばかりであります。 

 その農村ＲＭＯの中に、資源を活用した活性化、そして雇用づくりというのがあ

りますが、この部会の中でですね、この拠点整備のあり方をしっかり検討していき

たいと思っておりまして、村を挙げて、私としても決して失敗は許されないのだと

いう思いの中で、この事業には取り組んでいるところでありますし、そのところを

地権者の方にもですね、打診はしていて内諾は得ておりますが、金額はまだ提示し
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ておりませんので、しっかり交渉していきたいと思っているところであります。 

 いずれにしましても、これ役場がやる仕事のみならず、村を挙げて、村民の皆様

方、ぜひ議員の皆様方もいちプレーヤーとしてですね、参加いただきながら、この

事業を本当に将来に誇れるといいますか、将来に役立つ、いわゆる消滅市町村論に

打ち勝つようなですね、施設として確立できたらと考えている思いでありますので、

よろしく今後ともご支援、ご協力もお願いしたいと思っております。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） 根拠をですね、単価等の根拠がわかれば、この予算算出、わ

かる範囲で結構です。この予算計上の金額を積み上げた根拠、やっぱり用地交渉と

ありますから言える範囲で結構です。 

○議長（森田俊介議員） 平山総務課長。 

○総務課長（平山辰也君） この予算計上の根拠ということでございます。この件につ

きましては、今年の５月１０日に財産審議会を開催させていただきました。その中

でですね、現地ももちろん確認をさせていただきまして、金額としましては、過去

の売買の実績も参考にされながら、単価で言いますと平米当たり１万円以下とする

というような答申が出ております。 

 ただし、場所にその筆が何筆かありますけれども、筆によっては今後いろいろ経

費がかかる筆については、この単価に差をつけることを検討してくださいというよ

うな答申であります。それから立木につきましては、令和６年度の損失補償算定標

準書というのがあります。これは九州地区の用地対策協議会が発行されている標準

書でありますけれども、それに準ずる単価以下とするというような答申が出ており

ます。それに基づきまして今回、立木の本数とか、面積とか、乗じて予算の計上と

なったということでございます。 

○議長（森田俊介議員） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうからも少し付け加えさせてもらいますけれども、その

根拠については今、総務課長が申したとおりであります。もちろん今まで取り引き

をしてきた、最近ではですね、健康の駅のところをやっておりますし、そして、現

在のそういう取り引き実例を基にしながら、また固定資産の評価も基にしながら決

めさせていただいたということでありますけれども、高い低いというのは非常に難

しいところであります。 

 ただ、ぜひ公益性のある事業としてですね、地権者の皆さん方にもぜひ納得して

いただけるように説明をさせてもらいます。山江村にとってはですね、今回交渉に

当たる土地は、正に一丁目一番地、道路原票もある一丁目一番地でありますので、

もちろんそういう思いの中で交渉していきたいと思いますし、また、だからこそで
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すね、しっかりこの事業を完成させたいという思いでおりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（森田俊介議員） 横谷巡議員。 

○６番（横谷 巡議員） ぜひですね、地権者の方に計画等を進めていただいて、山江

の将来のことも説明いただいて、無事購入できるようにお願いしたいと思います。

これで終わります。 

○議長（森田俊介議員） ほかに質疑ありませんか。 

 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） それでは、ただいま議題となっております議案第３８号、一

般会計補正予算（第１号）について、３点質疑いたします。 

 ページは１１ページでございます。商工費、丸岡公園整備費の工事請負費です。

仮設住宅利活用工事２,５００万円計上されておりますが、議案審議の中では、談

話室と仮設住宅の２棟を丸岡公園へ再利用するとの説明でございました。活用する

に当たりまして、上水道の整備も必要になるかと思います。その工事費も含まれて

いるのか、浄化槽を設置するのか、既存のトイレもありますので、それにつなぎ込

むのか、また、つなぎ込むのであればですね、下水の処理機能は十分可能なのか、

この下水道整備についての１点。 

 そして、残りの仮設住宅があるかと思います。２３棟、その利活用については、

村としてまた何か考えがあるのかが２点目。 

 それから、さらにですけれども、仮設住宅は建物撤去ということで、県が管理す

る施設でございますけれども、わかる範囲で結構です。解体撤去はいつごろからな

のか、また、以前はグラウンドでしたので、グラウンドとして使用できるのはいつ

ごろ使用できるのか、この３点をお尋ねいたします。 

○議長（森田俊介議員） 清永企画調整課長。 

○企画調整課長（清永弘文君） それではお答えいたします。今回の仮設住宅利活用事

業の工事ですけれども、建設予定地のそばにはですね、農村広場の公衆用トイレが

ございますので、まずそちらのトイレ、下水道のほうを接続できるか、今現在、県

の浄化槽協会にも問い合わせをしております。できる限り接続可能であれば事業費

を抑えるために接続をできればと思っておりますが、そちらが難しいようであれば、

改めて合併浄化槽を設ける形になるかと思っております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 今村健康福祉課長。 

○健康福祉課長（今村禎志君） それでは、白川議員のご質問にお答えいたします。ま

ず、丸岡公園農村広場に、先ほど清永課長のほうからご説明がありました施設に利

活用するということで、仮設住宅１棟２戸、それから、みんなの家、談話室になり
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ますがこれが１棟ですね、こちらの利活用を考えておりますが、そのほかの２３戸

につきましては、現在のところ利活用する方向には考えておりません。利活用しな

い方向で考えております。 

 それから、解体作業がいつごろから始まるのかということでございます。実は本

日、６月１４日をもちまして仮設住宅の入居者の方々にはですね、仮設への避難の

解除の通知をお出しいたすところでございます。それから入居者の方々が退去をさ

れまして、県への返還の事務手続き等をすべて完了するのがですね、７月の末には

仮設住宅を県へ返還することになるかと思います。その返還手続き後に県が解体事

業所と日程を調整され、早ければ８月の中旬ごろには解体に着手をされるのではな

いかという見込みでございます。 

 また、グラウンドとして利活用できるのはいつごろからかというご質問かと思い

ますが、こちらにつきましては、本当に概算でございますが、通常の解体作業より

もですね、日数がかかります。といいますのが、解体をすべて壊す形ではなくて、

丸岡公園に移動させて再利用する部分は、手作業ですべて解体を行うということで、

日数が非常にかかるということで聞いております。天候等に左右されなければ、早

くて５カ月程度はかかるんではないかということでございます。 

 先ほど８月の中旬に解体、着手する見込みと申し上げましたので、ここから計算

しますと、年明けまして１月の中旬ころには、グラウンドとしての復旧がなされて、

利用可能となる見込みと考えております。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） 白川俊博議員。 

○１番（白川俊博議員） 村民の方も仮設住宅の利用、それから撤去は気になるところ

でございます。またグラウンドとしても利用できる時期、そういうのが近々になり

ましたら、改めてですね、村民への周知もお願いいただければと思っているところ

でございます。以上でございます。 

○議長（森田俊介議員） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議案第３８号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議員派遣の件 

○議長（森田俊介議員） 日程第１７、議員派遣の件を議題とします。 

 議員派遣について、お手元に配付しておりますとおり派遣することにご異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。よって、手元に配付されておりますと

おり、派遣をすることに決定いたしました。この際、派遣場所、派遣期間等に変更

があった場合、その決定については議長に委任されると思います。これに異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 閉会中の継続調査申出書 

○議長（森田俊介議員） 日程第１８、閉会中の継続調査申出書を議題とします。 

 議会運営委員長、総務文教常任委員長、産業厚生常任委員長からお手元に配付し

ております申出書が提出されております。よって、委員長申し出のとおり、継続調

査としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認めます。よって、委員長申し出のとおり、それ

ぞれ閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 お諮りします。本会議での議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を

議長に委任することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、議長に委任することに決定しました。 

 これで、本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。 

 お諮りします。これで本定例会を閉会したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森田俊介議員） 異議なしと認め、令和６年第４回山江村議会定例会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時３０分 
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